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施策の大綱２

生きる力を育
はぐく

み

次代に繋げる

桶川をつくる
【教育・文化】 

201 就学前教育の支援・充実 

202 学校教育の充実 

203 青少年の健全な育成 

204 生涯学習・生涯スポーツの充実 

205 人権教育・啓発と平和の推進 

206 文化・芸術の振興・保存・継承 

施策の大綱３

共に支え合い

いきいきと

暮らせる

桶川をつくる
【健康・福祉】

301 健康づくりの推進・医療の充実 

302 子育て支援の充実 

303 高齢者施策の充実 

304 障害者（児）支援の充実 

305 地域福祉の推進 

306 自立した生活への支援体制の充実

307 ノーマライゼーションの推進  

施策の大綱４

環境にやさしく

安心・安全に

住み続けられる

桶川をつくる
【市民生活】 

401 地球温暖化対策の推進 

402 資源循環型社会の構築 

403 快適で衛生的な地域環境の創出 

404 防災対策の推進 

405 防犯まちづくりの推進 

406 交通安全対策の推進 

407 安全な消費生活の確保 

施策の大綱６

にぎわいと

活力ある

桶川をつくる
【産業】

601 農業の振興 

602 工業の振興 

603 商業の振興 

604 観光の振興 

605 就労支援と勤労者福利厚生の充実 

施策の大綱５

みどりと調和した

暮らしやすい

桶川をつくる
【みどり・都市基盤】

501 良好な住環境の創出と保全 

502 歩いて暮らせるまちの実現 

503 魅力あるまちづくりへの新たな取組 

504 都市計画道路の整備 

505 生活道路の整備・改善 

506 憩いの自然空間の保全と活用 

507 みどり空間の創出  

508 治水対策の推進

施策の大綱１

だれもが主役の

桶川をつくる
【参画・協働】 

101 協働の推進 

102 自主的活動の推進と交流促進 

103 男女共同参画社会の推進 

施策の大綱７

計画的で

将来を見据
み す

えた

桶川をつくる
【行財政運営】 

701 計画行政の推進 

702 経営的な視点からの財政運営 

703 情報共有の推進 

704 広域行政の推進 
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基本理念 将来像 施策の大綱 施策

後期基本計画 施策体系
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施策ページの読み方

施策で働きかける対象とそ

の働きかけによって対象が

到達する状態を示していま

す。 

この施策の達成度を測る指

標とその現状値・目標値を示

しています。目標値について

は、特に記載がない限り、後

期基本計画最終年度の平成

32 年度までに達成すべき数

値を示しています。 

この施策に取り組むにあた
って、踏まえなければならな
い現状と課題を挙げていま
す。 

施策と、施策を構成する基本
事業の体系を示しています。

目的に実現に向けて、取り組
むべき施策（基本事業）の内
容を示しています。 

施策の目的を達成するため
に実施すべき事業を具体的
に記載しています。 
（基本事業が抽象的に文章
で説明しているのに対して、
「主な取組」では具体的に何
をやるのかイメージしやす
い形で掲載しています）。 



施策の大綱１ 

だれもが主役の桶川をつくる 

【参画・協働】 
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施策101 協働の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、

市民公益活動団体、企業及び事業者等

目指す姿 
●協働の手法やルールが確立され、市民が主体的にまちづくりに関わり活動

している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 協働事業実施件数（自治文化課） 29件 

（平成26年度） 
40件 

2
協働のまちづくりが進んでいると思う市民

の割合（市民アンケート）
18.7％ 

（平成26年度） 
40％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●少子高齢化の進行、環境問題の深刻化、災害時を想定した対策の必要性、社会経済情勢の変化

を背景に、市民ニーズの多様化、複雑化が進んでいます。公共的な問題・課題に対する行政主

導の施策展開だけでは対応できないものが増えてきています。 

●本市では、平成 23 年 4 月に「みんなでつくる愛着のもてるまちおけがわプラン 桶川市協働

推進計画」を作成、平成 25 年 3 月には「桶川市協働推進条例」を制定しました。市民、市民

公益活動団体、企業及び事業者等、市（行政）が協働のルールを共有し、積極的な市民活動の

展開と協働事業の促進を図るため、桶川市協働推進提案事業の実施、桶川市市民活動サポート

センターの開設など、NPO やボランティア活動の環境整備を進めています。 

●市民アンケートによると、今後、協働のまちづくりを進める上では、まちづくり活動に参加で

きる機会の提供などが必要という意見が多くなっています。 

【課題】 

●今後、高齢社会が進展することや価値観が変化することなどにより社会が成熟化していく中で、

市民の主体的なまちづくり活動を支援し、市民と協働で地域を支えていく必要があります。 

●協働の推進に向けて、「桶川市協働推進計画」及び「桶川市協働推進条例」に基づき、意識の

向上や人材の発掘、情報の共有化、財政の支援、推進体制の確立に取り組んでいくことが必要

です。 


市民公益活動団体：市民が自発的な参加によって行っている公益性のある非営利の活動をしている団体のこと。

ボランティア団体やＮＰＯ法人、自治会などが該当する。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

1011 市民の意識啓発 

これからの豊かな社会を目指す上で、協働の手法を取り入れたまちづくりが、市民、市

民公益活動団体などと行政を広く巻き込んだ全市的な運動になるように、地域の課題解決

のためのさまざまな活動に参加する市民や企業及び事業者が、地域のコミュニティの一員

としての自覚など、意識改革を促すような参加の機会を提供し、市民の意識啓発に努めま

す。 

【主な取組】 

■協働に関する講演会・シンポジウムの開催（自治文化課） 

■市民活動体験研修、講座の実施（自治文化課） 

1012 協働のしくみづくり 

『協働』の趣旨に沿って、誰でも容易に『協働内容』をイメージできるよう「桶川市協

働推進計画」を活用するとともに桶川市協働推進提案事業の周知を図り、協働のまちづく

りを支援します。 

また、市民公益活動にかかわる人々が活動、交流するための場として、市民活動サポー

トセンターの充実を図ります。 

【主な取組】 

■協働推進計画の推進（自治文化課） 

■桶川市協働推進提案事業の実施（自治文化課） 

■桶川市協働推進計画の活用（自治文化課） 

■市民活動サポートセンターの活用（自治文化課）

1013 市民活動の支援 

市民活動サポートセンター内に設置された地域活動情報コーナーなどを活用して、市内

のボランティア・市民公益活動団体のさまざまな活動を紹介し、お互いを知る機会・場の

提供をするとともに、活動に関する情報収集と情報発信の場・交流スペースを確保するこ

とで情報を共有し、市民公益活動の活性化と協働の推進につなげていくよう努めます。 

また、市民がまちづくりや地域課題の解決方法などについて学習し、理解を深められる

1012 協働のしくみづくり 

施策 101 協働の推進 

1011 市民の意識啓発 

1013 市民活動の支援 

1014 協働推進体制の構築 
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ように支援するとともに、協働の担い手として活動の発展につながるように、財政的支援

のしくみや

市民ファンドなど新しい取組の情報収集や提供に努めます。 

【主な取組】 

■

地域活動情報コーナーの活用（自治文化課） 

■市民ファンドに関する情報提供（自治文化課）   

■団体間交流の機会の提供（自治文化課） 

■ＮＰＯ活動への支援（自治文化課） 

1014 協働推進体制の構築 

職員研修などを通じて、公共の領域を多様な主体が担うことが必要になってきていると

いう意識改革を進めて、事業の見直しの中で相乗効果が認められた事業の協働事業への転

換を図るとともに、協働のまちづくりを確実に、かつ、効果的に進めていくために、各部・

各課が組織横断的に活動できる推進体制を整備します。 

【主な取組】 

■協働事業の拡充（自治文化課、全庁） 

■ＮＰＯ研修の実施（自治文化課） 


市民ファンド：地域の住民や企業の出資を得て設立される基金のこと。まちづくり、高齢者介護、学童保育な

ど、その地域に必要なサービスを、行政よりも柔軟に提供するために設立されることが多い。 

地域活動情報コーナー：公民館などの地域の公共施設で市民活動団体に関する情報を収集し、発信することに

より、市民活動団体と市民とが交流する機会を提供する場のこと。 
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施策102 自主的活動の推進と交流促進 

 施策の目的 

対 象 市民、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、自治会

目指す姿 
●まちづくりへの理解を深め、ボランティア活動等を通して参画している

●いろいろな団体が交流しながらまちづくり活動を行っている

●多様な国際交流活動を展開している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１
市民活動サポートセンター登録団体数 

（自治文化課）
105団体 

（平成26年度） 
１4０団体 

２ 国際交流イベントの参加者数（自治文化課） ０人 
（平成26年度）

300人 

３
自治会・町内会等の地域活動に満足している

市民の割合（市民アンケート）
17.3％ 

（平成26年度） 
20％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●近年、少子高齢化・核家族化の進行、人々のライフスタイルの変化や価値観の多様化などを背

景として、自治会・町内会をはじめとする

地域コミュニティや地域交流・市民活動の重要性

が高まっています。 

●本市でも、平成 19 年に実施した「市民活動団体実態調査」結果においては、自主的な活動に

対する支援ニーズが高まるとともに、ふれあいフェスタ、芸術文化祭などのイベントへ主体的

に参加する市民の増加が見られます。 

●経済の

グローバル化や国際交通網、インターネットなどの情報通信網の飛躍的な発展を背景

として、国を越えた交流や移動が大幅に拡大しており、多様な国際交流をきっかけとした活力

ある地域づくりの機運が全国的に高まりつつあります。 

●県では、定住外国人の生活志向に合わせて、外国や

姉妹都市との交流といった事業から県内

に住む外国人に重点を置いた事業を展開しています。 

●本市における外国人登録者は、平成 21 年度末に 507 人であったのが、平成 26 年度末には

504 人とほぼ横ばいの状況です。 


地域コミュニティ：地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会づくりを共通の目

的として構成された集まりのこと。

グローバル化：さまざまな面において、世界的・地球全体的な規模に変わること。グローバル（Global）とは
「世界的な」という意味。


姉妹都市：親善と文化交流を目的として特別に提携をした二国間の都市のこと。
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【課題】 

●まちづくりを進める上では、まずは自分たちの住んでいる地域のことを知ることが必要であり、

地域のことを伝える人材の育成が課題となっています。 

●市民の自主的な活動を推進するための方策として、活動場所の確保や情報収集･発信に対する

支援を進めていくことが必要です。 

●市民の国籍の多様化、外国人の定住化に合わせたまちづくりを進めるため、生活環境の整備や

コミュニケーション支援などを進めていくことが必要です。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

1021 まちづくりの担い手への支援 

市民主体のまちづくり活動には、地域のまちづくりの担い手の存在が大きな力となるこ

とから、必要な情報の提供や活動に協力することによって、担い手の支援に努めます。 

【主な取組】 

■コミュニティ活動への情報提供（自治文化課） 

■「市民活動実践講座」の開催（自治文化課） 

1022 自主的活動を支援するしくみの確立 

市民主体の自主的な活動の活発化を図るため、地域の交流の場となる施設の整備を進め、

情報提供、活動資金などの面で支援をしていきます。 

【主な取組】 

■コミュニティ施設建設等の財政支援（自治文化課） 

■

市民公益活動団体の活動に関する情報提供の充実（自治文化課） 

■活動における

コーディネーターの充実（自治文化課、生涯学習文化財課） 

■社会福祉協議会との連携の強化（自治文化課、生涯学習文化財課） 

■市民公益活動団体が行う事業への助成金制度の活用（自治文化課）   

■サポーター（賛同者）制度の導入（自治文化課） 


市民公益活動団体：p.4参照。


コーディネーター：ボランティアの協力や各種のサービスを求めている人に、ボランティアや諸サービスを必

要に応じて助言・調整する人のこと。

施策102 自主的活動の推進と 

交流促進 1022 自主的活動を支援するしくみの確立 

1021 まちづくりの担い手への支援 

1023 国際交流活動の推進 
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1023 国際交流活動の推進 

市民の国籍の多様化、外国人の定住化に合わせたまちづくりを進めるため、生活支援の

推進による生活環境の整備や日本語教室の運営によるコミュニケーション支援などを進

めていきます。 

【主な取組】 

■日本語教室の運営支援（自治文化課） 

■市内在住の外国人によるイベント開催（自治文化課） 

■外国人世帯向けの生活支援推進（自治文化課） 
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施策103 男女共同参画社会の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、市民団体、企業、

ドメスティック・バイオレンス（DV）被害者

目指す姿 
●男女が互いに理解し、それぞれの生き方や価値観を尊重しながら、社会の

あらゆる分野で活躍している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１
審議会等における女性委員の割合 

（人権・男女共同参画課）
27.5％ 

（平成26年度） 
40％ 

２
セミナー・講演会等の実施回数 

（人権・男女共同参画課）
3回 

（平成26年度） 
６回 

３
社会全体において男女が平等だと思う市民

の割合（市民アンケート）
24.3％ 

（平成26年度） 
40％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国は平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」を施行し、平成 27 年 12 月から男女共同参画

基本計画（第 4 次）に基づき男女共同参画社会の実現に向けたさまざまな取組を進めています。

また、県では平成 24 年に「埼玉県男女共同参画基本計画」を策定し、8 つの基本目標を定め、

数値目標を掲げさまざまな取組をしています。 

●本市では、「桶川市第三次男女共同参画基本計画」（平成 26 年 3 月策定）に基づき、施策を実

施しています。また、平成２４年３月には、「桶川市 DV（配偶者等からの暴力）対策基本計

画」を策定しました。 

【課題】 

●少子高齢化の進行、核家族・単身世帯・ひとり親世帯が増加するとともに、ライフスタイルの

変化や価値観の多様化が見られる中、正規社員に代わる比較的低賃金な契約社員としての就業

が増加するなどにより社会的格差の拡大が懸念されています。このような状況下では、相対的

に女性が困難な状況に陥りやすく、女性に対する支援が不可欠となっています。 

●経済分野において、女性の活躍が期待される反面、結婚や出産を機に離職をする女性が少なく

ありません。「仕事を続けたい」と望む女性が、働き続けることができる環境整備への取組が

必要です。また、男性の長時間労働など、働き方の見直しが必要であり、男女が自分のライフ

スタイルに合わせた多様な働き方ができる社会の実現が課題となっています。 

●男女共同参画の推進では、男女共同参画センターの設置などハード面と意識啓発や教育・学習

の機会、相談体制の充実、女性人材リストの更新などソフト面の両方の支援が課題となってい

ます。また、男女共同参画社会の実現には、根強く残る固定的性別役割分担意識の解消をはじ

め、多分野にわたる課題解決が求められています。 


ドメスティック・バイオレンス（DV）：同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる身体的・精神的・性的・
経済的暴力行為、又は社会的隔離により支配する行為のこと。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

1031 男女共同参画推進のための環境づくり 

社会における制度や慣行が、男女が中立な立場であるよう見直し、政策・方針決定過程

への女性の参画を推進します。 

また、男女共同参画コーナー（

アソシエ）の活用を充実し、男女共同参画センター機

能の充実を目指すとともに、市民活動グループの支援を行います。 

【主な取組】 

■男女共同参画センターの設置に向けたアソシエの活用（人権・男女共同参画課） 

■政策・方針決定過程への女性の参画（人権・男女共同参画課） 

■

ワーク・ライフ・バランスの推進（人権・男女共同参画課） 

1032 男女平等を基本にした教育・啓発の推進 

性別にとらわれない人権尊重に基づいた教育活動の推進、男女共同参画を視点とした教

員、保護者及び地域住民との連携による学校教育の充実を図ります。 

また、男女共同参画意識形成のためのホームページを活用した啓発活動や問題解決につ

ながる能力育成のための研修会を開催します。 

【主な取組】 

■男女共同参画社会の形成に向けた啓発の推進（人権・男女共同参画課） 

■セミナーや講演会等の開催（人権・男女共同参画課） 

■学校におけるジェンダーにとらわれない教育活動・性教育の実施（人権・男女共同参画課） 

1033 男女共同参画を推進する支援策の充実 

家庭や地域、職場において男女平等を図り、男女が対等に権利と責任を持つという意識

の向上に努めます。 

また、フェミニスト・カウンセリング（女性相談）などの相談体制を充実させ、DV 関

係機関のネットワーク（ドメスティック・バイオレンス対策連絡会議など）との連携を強

化し、女性に対するあらゆる暴力を許さない社会意識を醸成します。 

【主な取組】 

■女性の自立支援（人権・男女共同参画課） 

■地域活動における男女共同参画の推進（人権・男女共同参画課） 

■女性に対するあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成（人権・男女共同参画課） 

■カウンセラーなどによる女性相談事業の充実（人権・男女共同参画課）


アソシエ：男女共同参画社会の実現を目指して、男女が共に学習し、交流するために桶川市勤労青少年ホーム

（さくらフレンド）に設置されたコーナーのこと。

ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や

社会環境を整えること。子育てに関しては、仕事と子育ての両立を意味する。

施策103 男女共同参画社会の 

推進 

1031 男女共同参画推進のための 
環境づくり 

1032 男女平等を基本にした教育・啓発の
推進

1033 男女共同参画を推進する支援策の 
充実 



施策の大綱２ 

生きる力を育
はぐく

み 

次代に繋げる桶川をつくる 

【教育・文化】 
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施策201 就学前教育の支援・充実 

 施策の目的 

対 象 未就学児、保護者

目指す姿 
●心身ともに健やかに成長している

●子どもの成長を相談する環境が整っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1
小・中学校入学前における「親の学習」講座

への参加率（生涯学習文化財課）
93％ 

（平成26年度） 
9３％ 

2 
幼児家庭教育セミナーの参加者数（公民館）

172人 
（平成26年度） 

200人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 18 年度の「教育基本法」改正では、家庭教育及び幼児期の教育について条文化され、そ

の重要性について明記されました。 

●平成 20 年 3 月に幼稚園教育要領が改訂され、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を目

指す『生きる力』を育むことが重要視されています。 

●女性の社会進出に伴い、夫婦共働きの家庭が多くなっています。また、世帯年収の減少に伴い、

教育費にかかる負担も増加しています。 

【課題】 

●生涯にわたる人格形成や学習の基礎を担う学校就学前の教育・保育について、より質の高い内

容が望まれています。 

●小学校教育へのスムースな接続のため、幼稚園・保育園と小学校との連携を強化することが課

題となっています。 


幼児家庭教育セミナー：子育てに関する不安や悩みを解消し、親として健やかな子育てができるよう、子育て

の基本について学ぶ講座のこと。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2011 家庭の教育力の向上 

家庭の教育力向上のため、公民館などの公的施設を活用し、保護者向け研修会を開催す

ることにより子育てを支援します。 

【主な取組】 

■親の学習事業の実施（生涯学習文化財課） 

■幼児家庭教育セミナーの開催（公民館） 

2012 幼・保・小の連携を支援するための環境整備 

幼・保・小の連携を支援するため、幼稚園・保育園・小学校の指導関係者を中心とした

研究協議会を開催します。 

【主な取組】 

■幼・保・小連携の推進（学校支援課）   

2013 幼稚園就園奨励費の拡充 

幼稚園への就園を奨励するため、就園奨励費補助金制度の拡充を図ります。 

【主な取組】 

■幼稚園就園費用助成の充実（教育総務課）       

施策201 就学前教育の支援・ 

充実 

2011 家庭の教育力の向上 

2012 幼・保・小の連携を支援するための

環境整備 

2013 幼稚園就園奨励費の拡充 
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施策202 学校教育の充実 

 施策の目的 

対 象 小・中学生、学校、保護者、地域

目指す姿 ●生きる力（確かな学力、豊かな心、健やかな体）を身に付けている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1

全国学力・学習状況調査における達成率

（上段：小学生、下段：中学生）（学校支
援課）

全国平均を上回った数 

１６領域中１０項目 

------------------ 

全国平均を上回った数 

１６領域中 10項目
（平成26年度）

全国平均を上回った数 

１６領域中１３項目 

------------------ 

全国平均を上回った数 

１６領域中１３項目

2
学校応援団コーディネーター研修会受講

者累計人数（学校支援課）
5人 

（平成26年度）
25人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 25 年 6 月に国の第 2 期教育振興基本計画（平成 25～29 年度）が定められ、「社会を

生き抜く力の養成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学びのセーフティネットの構築」

「絆
きずな

づくりと活力あるコミュニティの形成」の 4 つの基本的方向性の設定と合わせて成果目

標、指標、具体的方策が体系的に示されました。 

●平成 27 年４月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正に伴い、本市において

も、市長と教育委員で構成する「総合教育会議」を設置し、教育行政に関し協議・調整する場

が設けられました。また、本市の教育の目標や施策の根本的な方針である「桶川市教育大綱」

も策定され、基本理念を「生きる力を育み未来へはばたく桶川の教育」と位置づけるとともに、

6 つの基本目標を掲げています。 

●平成 19 年４月から『

特別支援教育』が学校教育法に位置づけられたことで、すべての学校

において、一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う『特別支援教育』の充実が図

られています。 

●小・中学校の学習指導要領が改訂され、小学校では授業時数の増加や外国語活動などが平成

23 年度から、中学校では授業時数の増加が平成 24 年度から全面実施されています。 

●食育基本法の制定により、食育は健全な心と身体、豊かな人間性を育む基礎となるべきものと

位置づけられています。本市では、地場農産物が生きた教材として活用できるよう、献立の工

夫に努めています。 


特別支援教育：障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて支援を行う

こと。
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【課題】 

●教育の基本的な方向性は、『生きる力の育成』です。 

●教育が持つ役割と責任を果たすため、家庭や地域の多くの人が、学校の教育活動により積極的

に参加し教育活動を理解することで、学校評価の更なる向上を目指し、学校の教育力を一層高

めることが必要です。 

●特別な教育的配慮が必要な児童生徒をはじめ、一人ひとりの状況に応じた適切な教育的支援を

行う体制の一層の整備が必要です。 

●生きる上での基本である食育については、家庭や地域と連携しつつ、子どもたちが健やかに成

長できるよう、さまざまな方法で促進していくことが求められています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2021 知・徳・体の教育の充実 

学習指導要領に示された基礎的・基本的な内容を確実に身に付けるとともに、自ら学び

自ら考える力を育成するため、知・徳・体の調和のとれた教育の充実を図ります。また、

学校、児童相談所、警察、

民生委員などと連携して、学校ごとの教育相談体制の充実を

図ります。 

【主な取組】 

■学校課題研究の推進（学校支援課）   

■外国語指導助手の配置（学校支援課） 

■食育の推進（学校支援課） 

■教育相談の充実（学校支援課） 

■不登校児童生徒への支援（学校支援課） 

■特別支援教育の充実（学校支援課） 


民生委員：地域住民の福祉向上のために、民生委員法に基づき委嘱される民間の奉仕者であり、児童福祉法に

よる児童委員も兼ねる人のこと。

2023 学校施設の整備 

施策 202 学校教育の充実 

2021 知・徳・体の教育の充実 

2022 学校教育への支援の充実 
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2022 学校教育への支援の充実 

学校の教育力を高めるため、学校応援団や地域安全推進協議会、

学校評議員の協力を

得て、学習や学校生活の支援を積極的に行います。さらに、各学校に

学校応援団コーデ

ィネーターを位置づけることにより、家庭・地域との連携を組織的に推進します。 

【主な取組】 

■学校応援団の充実（学校支援課）  

■学校図書の充足率の向上（学校支援課） 

■部活動外部指導者の配置（学校支援課）   

■就学援助費の支給（学校支援課、学務課） 

2023 学校施設の整備 

安心・安全に学習できる環境を保持するため、非構造部材の耐震化を推進し、あわせて

老朽化の進んだ校舎等の老朽化対策を実施します。計画的に対策を実施するため、施設の

現状を調査し、緊急性などから優先順位や手法を定め、早急に対策を推進します。 

【主な取組】 

■学校施設非構造部材の耐震対策の推進（教育総務課） 

■学校施設老朽化対策の推進（教育総務課） 


学校評議員：校長が保護者や地域の人々の意見を幅広く聞くための制度のこと。これにより地域や社会に開か

れた学校づくりを推進し、家庭や地域と連携しながら、特色ある教育活動を目指すもの。

学校応援団コーディネーター：学校と「学校応援団」の間に立って連絡・調整を行うボランティアのこと。
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施策203 青少年の健全な育成 

 施策の目的 

対 象 青少年、保護者、地域

目指す姿 
●基本的な社会生活習慣を身に付けている

●家庭と地域が連携して安心・安全な生活を営んでいる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 成人式典の出席率（生涯学習文化財課） 80.４％ 
（平成26年度） 

82％ 

2
青少年健全育成市民大会の参加者数 

（生涯学習文化財課）
160人 

（平成26年度）
230人 

3
巡回指導の延べ人数 

（生涯学習文化財課）
175人 

（平成26年度）
190人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●青少年がかかわる犯罪は、薬物乱用の問題からインターネットによる人権侵害まで、複雑化・

多様化しており、だれもが被害者、あるいは加害者になり得る可能性があります。家庭や学校

だけでは対応することが困難な状況にあります。 

●県では、平成 25 年度から平成 29 年度までの５か年を計画期間とした「埼玉県青少年健全育

成・支援プラン」を策定し、青少年が社会性を身に付けることの必要性を示しています。 

【課題】 

●地域の教育力、絆
きずな

の低下が指摘される一方で、親子のふれあいの機会や地域の行事への関心

が高まってきており、子ども会活動や地域のボランティア活動の更なる充実化が求められてい

ます。 

●青少年を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、青少年を健全に育成していくことや地域

社会における見守りが重要な課題となっています。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2031 生きる力を育む活動の充実 

青少年が社会参加や自然を体験できる場や機会の充実を図るとともに、将来的にボラン

ティアやスタッフとして活動できるよう、継続的な事業実施を行います。 

また、各関係部署との連携体制の充実を図るとともに、情報交換や情報提供の場づくり

を推進します。 

【主な取組】 

■成人式典の開催（生涯学習文化財課）  

■青少年相談員協議会への支援（生涯学習文化財課） 

2032 青少年育成活動の支援と推進 

青少年育成活動を支援するため、活動団体の支援をさらに充実させるほか、指導者のた

めの研修を行います。また、必要な活動内容について、市民ニーズの把握に努めます。 

【主な取組】 

■青少年健全育成市民会議への支援（生涯学習文化財課）  

■スポーツ少年団・子ども会・各種団体への支援（生涯学習文化財課、スポーツ振興課） 

2033 非行防止の推進 

青少年の非行防止のため、家庭、地域、学校、関係機関の連携をより一層強化します。 

【主な取組】 

■青少年見守り体制の充実（生涯学習文化財課） 

施策203 青少年の健全な育成 

2031 生きる力を育む活動の充実 

2032 青少年育成活動の支援と推進 

2033 非行防止の推進 
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施策204 生涯学習・生涯スポーツの充実 

 施策の目的 

対 象 市民

目指す姿 
●いつでも、どこでも、学習する場がある

●年齢や体力などに応じてスポーツに取り組んでいる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 公民館講座数（公民館） 47講座 
（平成26年度）

55講座 

2
公民館利用率（年間公民館利用者数/市人口）

（公民館）
148％ 

（平成26年度）
195％ 

3 図書館利用者数（図書館） 110,718人 
（平成26年度） 

155,000人 

4

スポーツ・レクリエーション活動に満足して

いる市民の割合 

（スポーツ振興課）

8.5% 
（平成26年度） 

8.8% 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●近年、少子高齢化の進行などにより社会構造が変化していく中で、市民ニーズもより高度化し

ています。 

●全国的には、平成 18 年度の「教育基本法」の改正を受けて、平成２０年度に社会教育法が改

正され、生涯学習社会の体制がより充実してきています。 

●平成 31 年度にラグビーワールドカップ 2019 の開催が、平成 32 年度に 2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定しました。両大会の会場地でもある県では、

大会の成功に向け、「2020 オリンピック・パラリンピック／ラグビーワールドカップ 2019

埼玉県推進委員会」を設立し、「オール埼玉による取組 スポーツを通じたレガシーの創出」

を基本理念に据えて、会場地としての準備を進めています。 

●県では、平成 19 年度に「スポーツ振興のまちづくり条例」を施行し、県民誰もが、いつでも

どこでもいつまでも主体的にスポーツ活動に取り組める環境整備を進めています。また、平成

25 年度には「埼玉県スポーツ振興計画-スポーツを通じた元気な埼玉づくり-」を策定してい

ます。 

●本市は、公民館において市民ニーズに対応した講座の開催に努めています。 

●図書館は、利用者数・利用冊数ともに減少傾向にありました。これは、施設の老朽化などが原

因でしたが、平成 27 年 10 月に駅西口図書館がリニューアルオープンし、中央図書館機能が

導入されたことにより、利用者が増えています。また、駅西口図書館では、イベントスペース

を利用した官民連携の文化交流事業を実施しており、生涯学習の場としての利用に加え、多世

代交流の場としての利用も期待されています。  



21

●歴史民俗資料館は、平成 4 年に桶川の歴史と文化を今に伝える文化財を保有し後世に伝えると

ともに、文化財から先人の知恵を学ぶ場として設置し、各種施策を展開しています。 

●市内には、４つの体育施設及び体育館と校庭を開放している 11 の小・中学校と２つの県立高

校がありますが、利用希望者が多く、すべての団体が十分な活動をできない状況にあります。 

●高齢者や障害のある人が、安心して利用できるよう、施設の一層の

バリアフリー化が求めら

れています。 

●国は、すべての児童の安心安全な居場所づくりの観点から、平成 19 年度に「放課後子どもプ

ラン」を、平成 26 年度に「放課後子ども総合プラン」を策定しました。これを受け、本市で

は４つの小学校に通う全ての児童を対象に放課後子供教室を設置し、地域の方の参画を得て、

学習や体験・交流活動を行っています。 

【課題】 

●市民ニーズの変化に伴い、公民館は地域の歴史など知識を得られる場としての機能に加えて、

環境問題など現代的なテーマを考える場としての機能が求められています。 

●図書館は、生涯にわたる学習の場、子どもたちの読書活動の推進の場、そして情報発信の場と

してますます重要であることから、市民ニーズに対応した図書サービスの充実を図る必要があ

ります。また、読書環境の充実のため、駅西口図書館のリニューアルにより中央図書館機能を

導入しましたが、あわせて、市内東部地域の図書館の整備が求められています。 

●歴史民俗資料館は、生涯学習の理念のもと、公民館、図書館などの社会教育機関や学校と連携

し、学習活動の場に桶川の歴史と文化に関する情報を提供することが求められています。 

●「

桶川み・ら・い塾人財バンク」制度における近年の利用件数はほぼ横ばいであり、登録者

と利用者のニーズに合わせた活用の促進が求められます。 

●現在ある体育施設や学校開放施設だけでは、利用者が多いためすべての団体が十分な活動をで

きない状況から、スポーツ宣言都市にふさわしい生涯スポーツの中心となる新たな体育施設の

整備が求められています。 

●地域の教育力の活用を促進し、全ての児童の安心・安全な居場所づくりの観点から、全ての小

学校に放課後子供教室を設置することが求められています。また、余裕教室の活用促進と放課

後児童クラブとの一体的な事業実施が求められています。 


バリアフリー：障害のある人が社会生活をしていく上での障壁（バリア）を取り除く（フリー）こと。もとも

とは、段差解消などハード面の意味合いが強いが、広義には障害のある人の社会参加を困難にする障害の除去

（ソフト面の社会的、制度的、心理的な障害）を含む。

桶川み・ら・い塾人財バンク：生涯学習に関する資格や豊富な経験を有し、市民の生涯学習を援助しようとす

る個人や団体を登録し、紹介する制度のこと。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2041 多様な学習機会の提供 

多様な場で学習できる環境を確保するため、学びの機会を増やすとともに、学習成果を

互いに共有し、活用できる体制の充実を図ります。 

また、協働の理念の基に学校・家庭・地域等の人材を活用するなど、市民との協働の公

民館づくりを推進します。 

図書館については、広域的な連携や学校など各種機関、団体との連携を進める中で、図

書館機能の充実を図るとともに、さまざまな学習活動と生活に役立つ情報発信機能として

の役割を推進します。また、多世代交流の場として、文化交流事業を積極的に実施します。 

歴史民俗資料館は、館内の活動にとどまらず、学校、生涯学習など幅広い学習機会と連

携し、桶川の歴史と文化についての情報を提供します。 

【主な取組】 

■生涯学習の情報提供の充実（生涯学習文化財課） 

■平成市民大学の開催（生涯学習文化財課） 

■公民館活動の充実（公民館） 

■図書館サービスの充実（図書館） 

■駅西口図書館における官民連携の文化交流事業の実施（図書館） 

■文化財講座の開催（歴史民俗資料館） 

■地域文化についての学習活動の支援（歴史民俗資料館） 

2042 地域スポーツ活動の推進 

身近な施設を活用し、子どもから高齢者までが、多種目のスポーツ・レクリエーション

を楽しんだり、指導を受けたりすることができる総合型地域スポーツクラブに関し、必要

な情報提供と支援を行います。 

【主な取組】 

■総合型地域スポーツクラブの支援（スポーツ振興課） 

2041 多様な学習機会の提供 

2042 地域スポーツ活動の推進 

2043 人材の育成と活用 

2044 活動団体支援の充実 

2045 施設の充実 

施策 204 生涯学習・ 

生涯スポーツの充実 

2046 放課後子供教室の設置・充実 
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2043 人材の育成と活用 

人材の育成と活用を図るため、地域の人材を発掘・育成するとともに、生涯学習・生涯

スポーツの活性化に向けた協力体制を整えます。 

【主な取組】 

■生涯学習人材情報（桶川み・ら・い塾人財バンク）の活用（生涯学習文化財課） 

■読書活動を推進するボランティア養成講座の開催（図書館） 

■スポーツ指導者の育成支援（スポーツ振興課） 

2044 活動団体支援の充実 

生涯学習・生涯スポーツを推進するため、市内で活躍している団体に対する支援の充実

に努めます。 

【主な取組】 

■各種活動団体への支援の充実（スポーツ振興課） 

2045 施設の充実 

計画的な施設の更新と適正な管理などを行います。なお、利用者の多い体育施設につい

ては、スポーツ宣言都市にふさわしい施設の充実を図ります。 

また、図書館については、市内東部地域の図書館の整備を進めます。 

【主な取組】 

■社会教育施設・体育施設の充実（生涯学習文化財課、スポーツ振興課） 

■加納公民館のエレベーターの設置（公民館） 

■桶川市立図書館・桶川公民館の施設の改修（図書館、公民館） 

■市内東部地域の図書館の整備（図書館）

2046 放課後子供教室の設置・充実 

市内に７校あるすべての小学校に放課後子供教室を設置し、学校の余裕教室を活用する

とともに、子どもたちの安心・安全を確保した上で事業内容の充実を図ります。 

放課後子供教室のスタッフについては、各校の学校応援団、PTA 役員等、地域の人材

の参画を得て、人員の確保、資質の向上を図ります。 

また、「放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブとの連携や一体的な運営を目

指していきます。 

【主な取組】 

■放課後子供教室の設置及び事業内容の充実（生涯学習文化財課） 

■スタッフの確保及び資質の向上（生涯学習文化財課） 

■放課後児童クラブと放課後子供教室の連携（保育課・生涯学習文化財課）
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施策205 人権教育・啓発と平和の推進 

 施策の目的 

対 象 市民

目指す姿 
●人権と平和に対する理解と認識が深まっている

●人権と平和が尊重される社会づくりのために行動している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1
人権教育担当者研修会の参加者の満足度 

（学校支援課） 
－ ９０％ 

2
集会所成人学級講座の参加者数 

（生涯学習文化財課）
429人 

（平成26年度） 
450人 

3

憲法・人権市民のつどいの参加者数 

（自治文化課、人権・男女共同参画課、生涯
学習文化財課） 

150人 
（平成25年度） 

200人 

4
平和を考える10日間事業のイベント参加者

数（自治文化課）
300人 

（平成26年度） 
300人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国は、平成 12 年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を制定後、平成 14 年に「人

権教育・啓発に関する基本計画」を策定しました。同計画は、平成 23 年に改正され、人権教

育と人権啓発に関する施策を推進しています。 

●県では、平成 23 年度に「埼玉県人権施策推進指針」を改定し、各人権課題の取組を明示する

とともに、翌年度に「埼玉県人権教育実施方針」を策定しています。さらに、平成 26 年度に

「第 2 期埼玉県教育振興基本計画」を策定し、人権を尊重した教育の推進を掲げて、さまざま

な人権施策を推進しています。 

●本市では、平成24年に「桶川市人権教育基本方針」を改定し、学校、家庭、地域、職域その

他さまざまな場や機会を通して、積極的に人権教育を推進しています。

●本市では、平成 25 年３月に「桶川市同和対策実施計画」を改定し、５年間の事業計画を明示

しています。 

●近年、インターネットを媒体としたいじめや人権同和問題に関する誹謗中傷の書き込みのほか、

子どもや高齢者への虐待、女性への暴力や外国人に対する
*
ヘイトスピーチなど予断と偏見に

よるさまざまな差別の問題が発生しています。 

●昭和 57 年から「平和を考える 10 日間事業」を実施し、昭和 60 年 1 月には、「桶川市平和

都市宣言」をして、恒久平和を祈念して各種事業を実施しています。 

*
ヘイトスピーチ：特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動のこと。
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【課題】 

●あらゆる差別の解消に向けた、人権教育・啓発事業の更なる充実と推進が求められています。 

●お互いに人間性や人柄を大切にする価値観を共有できるよう、また、人権侵害を受けた人の『苦

しさ』や『つらい気持ち』などについて共感的理解を得るため、教育・啓発手法を継続的に開

拓する必要があります。 

●人権問題の現状を分かりやすく伝えるため、差別の現実を学ぶことを基本姿勢として、心情的

理解と知的理解の両面から取り組んでいくことが求められます。 

●戦争体験者の高齢化により、戦争体験を身近に聞く機会が少なくなってきている中で、戦争を

知らない世代に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えることが大切であり、どう伝えていくことが

できるかが大きな課題となっています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2051 人権教育の推進 

学校と連携を図り、教職員研修を実施するとともに、学校だよりなどにおいて学校の人

権教育への取組を紹介します。また、庁内において人権問題研修を充実させることにより、

職員の資質の向上を図ります。 

【主な取組】 

■学校における人権教育の推進（学校支援課）        

■職員に対する人権研修の充実（人権・男女共同参画課、生涯学習文化財課）   

2052 人権意識の啓発 

人権意識の効果的な啓発を図るため、講演会の開催、啓発物品などの配布、広報紙など

での問題提起や意識調査などによる自己意識を見つめなおす機会の提供により、効果的に

市民への人権教育・啓発を行います。 

【主な取組】 

■人権意識の啓発の推進（人権・男女共同参画課、生涯学習文化財課） 

■憲法・人権市民のつどいの開催（自治文化課、人権・男女共同参画課、生涯学習文化財課） 

2053 平和意識の啓発 

広報活動や学習機会の充実を図るとともに、各種事業の推進に努めながら、平和意識の

啓発を行います。 

【主な取組】 

■平和を考える 10 日間事業の実施（自治文化課）

施策205 人権教育・啓発と 

平和の推進 

2051 人権教育の推進 

2052 人権意識の啓発 

2053 平和意識の啓発 
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施策206 文化・芸術の振興・保存・継承 

 施策の目的 

対 象 市民、文化財

目指す姿 
●多様な文化芸術にふれ親しんでいる

●地域の歴史や文化財を大切にしている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1
市民芸術文化祭参加者数（発表者及び観客の

合計）（自治文化課）
3,367人 

（平成26年度）
4,200人 

2 市民ホール利用者数（自治文化課） 114,853人 
（平成26年度） 

120,000人 

3
文化財の解説板の新設及び改修件数 

（生涯学習文化財課）
15件 

（平成26年度） 
27件 

4 文化財の指定件数（生涯学習文化財課） 49件 
（平成26年度）

51件 

5
文化・芸術活動に満足している市民の割合 

（市民アンケート）
9.9% 

（平成26年度） 
17% 

6 資料の収蔵件数（歴史民俗資料館） 26,700点 30,000点 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●近年、市民文化活動は、高齢化の影響や文化の多様化により変化してきています。 

●県では、文化芸術振興施策の総合的な推進を図るため、平成 21 年 7 月に「埼玉県文化芸術振

興基本条例」を制定し、それに基づく「埼玉県文化芸術振興計画」を策定しました。 

●市民文化創造の場とされる各施設の利用状況は、利用者の高齢化やニーズの多様化により変化

しており、世代間の文化に対する意識に隔たりがあります。 

●現在、各施設の運営は単独で行っており、各事業においても同様にそれぞれの施設で実施して

います。市内主要文化施設のうち、桶川市民ホール（響の森）は大規模コンサートや展覧会、

べに花ふるさと館は工芸教室・べに花まつりなどのイベントに利用されています。 

●文化財保存への関心や民俗芸能の伝承などへの期待が高まっている反面、かつて身近にあった

生活文化や技能など、急激な社会情勢の変化の中で失われつつあるものもあります。 

【課題】 

●各文化施設においては、特に若い世代の利用が少ないことが課題となっています。 

●各施設のそれぞれが展開している事業を連携させることで、利用率の向上など、相乗効果を得

ることが必要です。 

●貴重な文化財を次世代に確実に継承していくために、市民と行政が一体となって、適切な保護

と保存に努め、計画的かつ発展的に活用することが必要です。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

2061 文化芸術活動の支援 

市民の文化芸術活動の促進を図るため、サークル活動や文化・芸術活動を自主的に行っ

ている団体との協働事業を進めるとともに、地域の文化活動を活性化させ、教養を高め、

文化を大切にする活動を支援します。また、市民一人ひとりが文化の創造と活動に参加で

きる機会を創出します。 

【主な取組】 

■体験型文化事業への支援（自治文化課）  

■市民芸術文化祭の充実（自治文化課） 

2062 活動内容の充実 

市民ホールをはじめとする各施設の取組や役割などを明確にし、連携体制を強化するこ

とで、活動内容の充実を図り、『使いやすい施設』、『また利用したくなる施設』づくりを

目指します。 

【主な取組】 

■各施設と連携した事業の充実（自治文化課） 

2063 個性的な地域文化の活用 

市民まつり、べに花まつりなどの市民参加型事業を支援するとともに、地域固有の文

化・伝統を保存・継承し、市民全体による住民交流、地域交流の活性化を図ります。また、

中山道桶川宿やべに花など本市の地域資源を生かして、市内外の人々の交流を推進します。 

【主な取組】 

■文化財の情報提供（生涯学習文化財課、歴史民俗資料館） 

■市民参加型事業への支援（産業観光課） 

■地域文化伝承活動への支援（歴史民俗資料館） 

■文化財の展示及び公開（歴史民俗資料館） 

2064 文化財の保存と継承 

地域文化を物語る貴重な文化財を後世に伝えるために、これを見出すための調査を行い、

文化財として指定し、必要に応じて補助金の交付などの助成を行います。あわせて、これ

らを健全な形で後世に伝えるために、歴史民俗資料館にて収蔵を行います。 

また、旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場については、歴史的・文化的価値が高いことから、

建造物の保存整備及び周辺整備を進めます。 

施策 206 文化・芸術の 

振興・保存・継承 

2061 文化芸術活動の支援 

2062 活動内容の充実 

2064 文化財の保存と継承 

2063 個性的な地域文化の活用 
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【主な取組】  

■指定文化財や民俗芸能に対する支援（生涯学習文化財課） 

■文化財の保存と活用の充実（生涯学習文化財課、歴史民俗資料館） 

■地域の文化にかかわる資料収集と記録保存（歴史民俗資料館） 

■旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の整備（自治文化課） 
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施策の大綱３ 

共に支え合い 

いきいきと暮らせる桶川をつくる 

【健康・福祉】 
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施策301 健康づくりの推進・医療の充実 

 施策の目的 

対 象 市民

目指す姿 
●生涯にわたり健康な生活を送ることができる

●身近な地域で医療を受けることができる

●安定した医療保険制度により医療を受けることができる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１
健康づくりサポーターの養成人数 

（健康増進課）
286人 

（平成26年度） 
430人 

２ 大腸がん検診受診率（健康増進課） 32.7％ 
（平成26年度） 

35% 

３
高齢者インフルエンザ予防接種率 

（健康増進課）
44.8％ 

（平成26年度） 
60% 

４ 献血者数（健康増進課） 593人 
（平成26年度） 

800人 

５
国民健康保険特定保健指導実施率 

（保険年金課）
8.5％ 

（平成26年度） 
30％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●我が国は現在、男女とも平均寿命で世界最高水準を達成するまでになっています。一方で、心

疾患や脳血管疾患をはじめとする

生活習慣病が増加していますが、これらは日常生活に起因

するところが大きく、積極的な健康づくりが求められています。 

●国は、平成 14 年度に「健康増進法」、平成 17 年度に「食育基本法」を制定し、平成 20 年

度には医療制度改革を行いました。この改革に伴い、市町村が実施していた基本健康診査から

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した特定健康診査と特定保健指導を各

医療保険者が実施することになりました。これらの事業とがん検診などの健康増進事業を効果

的に実施することが重要となってきています。また、国は、２１世紀の国民健康づくり運動と

して進めてきた「健康日本２１」を見直し、平成 25 年度から「健康日本 21（第２次）」とし

て、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を示しています。 

●県では、小児救急電話相談（#8000）に加え、平成 26 年 10 月から大人の救急電話相談

（#7000）が開始されました。市としては、広報紙などで周知を図り、適切な救急医療の利

用や救急医療機関の負担軽減に努めています。 

●国民健康保険加入者の診療情報と特定健康診査等のデータを活用した糖尿病性腎症重症化予

防対策事業（生活習慣病重症化予防対策事業）が、平成 28 年度から県全域で実施されます。 


生活習慣病：食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣が、高血圧・心疾患・がんなどの発症・進行に関

する症患群のこと。

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）：内臓脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常症の危険因

子を併せ持つ状態のこと。日本の基準ではウエストが男性 85センチ、女性 90センチ以上の人が対象となる。
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●本市では、桶川市健康づくり市民会議との協働で、ウォーキングや料理教室、防煙健康教室、

サポーター養成などの健康づくり事業に取り組んでいます。平成 25 年度には、市民の更なる

健康長寿の延伸を目指し、桶川市健康づくり推進計画・食育計画「健康えがお桶川プラン」を

策定しています。また、平成 26 年度には、桶川市健康長寿推進プロジェクトを立ち上げ、運

動と健康づくりへ習慣の継続と健康意識の向上を目的として、健康長寿いきいきポイント事業

を開始し、オケちゃん健康体操の創作と普及、公園への健康遊具の設置などを実施し、市民の

健康づくり、介護予防に努めています。 

●本市の医療施設は、平成 26 年度末で病院 2 か所（264 床）、一般診療所 43 か所（44 床）、

歯科診療所 32 か所あります。 

●国民健康保険制度については、保険加入者の高齢化や医療の高度化などにより、医療費が年々

増加しているため、財政状態は大変厳しくなっています。 

【課題】 

●各種保健事業を継続するとともに、新型インフルエンザなど、新たな感染症対策の実施や充実

も求められています。 

●市民が身近な地域で安心して医療を受けられるよう、日ごろからかかりつけ医を持つよう啓発

する必要があります。 

●夜間、休日などの緊急時の対応については、医師会や近隣自治体と広域的な連携を図り、市民

の健康と安全を守る救急医療体制の充実が重要です。 

●国民健康保険制度については、財政状態が厳しくなってきている中、医療費の適正化とともに、

財政の安定化が課題です。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3011 地域保健活動の推進 

市民一人ひとりが健康について認識を深め、それぞれのライフステージに応じた健康づ

くりを支援します。 

生涯を通じた健康づくりを推進するとともに、特定健診や各種がん検診については、予

防意識の啓発と受診率の向上に努めます。 

子どもの健康・発達・栄養・育児などに関する相談事業や育児情報の提供などを推進す

ることによって、保護者の育児不安の解消などのための子育て支援を行います。 

感染症などの予防対策としては、新型インフルエンザなど新たな感染症予防対策の強化、

各種予防接種の実施に努めます。 

施策 301 健康づくりの推進・ 

医療の充実 

3011 地域保健活動の推進 

3012 地域医療体制等の充実 

3013 保険制度の適正な運営 



32

【主な取組】 

■健康づくり事業の推進（健康増進課） 

■各種がん検診の推進（健康増進課）    

■健康教育や健康相談の充実（健康増進課、保険年金課） 

■母子保健事業の推進（健康増進課）   

■感染症等の予防対策の充実（健康増進課） 

■糖尿病性腎症重症化予防対策事業（生活習慣病重症化予防対策事業）の推進（保険年金課） 

■データヘルス計画の策定・推進（保険年金課） 

3012 地域医療体制等の充実 

日ごろから市民が身近な地域の医療機関で受診ができるよう、かかりつけ医の普及定着

を図り、病気の早期発見・早期治療となるよう推進します。 

医療体制については、平成 25 年度に策定された「第 6 次埼玉県地域保健医療計画」に

基づき、市町村域を単位とした

一次保健医療圏、本市を含む近隣自治体との県央地区


二

次保健医療圏の救急医療体制の充実に努めます。小児救急についても、

初期から第三次

までの救急医療体制の充実のため、医師会及び関係自治体などと広域的な連携を推進し、

市民の健康と安全の確保に努めます。 

献血への理解と協力を求めるため、埼玉県赤十字献血センターと連携して、血液の供給

確保の支援に努めます。 

【主な取組】 

■救急医療体制の充実（健康増進課）    

■献血事業の推進（健康増進課）   

3013 保険制度の適正な運営 

国民健康保険や後期高齢者医療制度の安定と適正な運営を図るため、広域化を推進して

いきます。 

また、国民健康保険医療費の適正化へ向けて、特定健康診査の受診と健診結果に応じた

特定保健指導の実施を推進していきます。 

【主な取組】 

■特定健康診査事業・特定保健指導事業の推進（保険年金課） 


一次保健医療圏：医師等に最初に接し、診療や保健指導を受ける圏域のこと。日常生活に密着した保健・医療

サービスが提供され、完結するよう、おおむね市町村の区域としている。

二次保健医療圏：主として病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域単位のこと。県では 10の二次保
健医療圏を設定している。


初期から第三次までの救急医療体制：初期救急医療とは、入院治療の必要がなく外来で対処し得る帰宅可能な

患者への対応機関。第二次救急医療とは、入院治療を必要とする重症患者に対応する機関。第三次救急医療と

は、二次救急医療では対応できない複数診療科にわたる特に高度な処置が必要となる重篤患者への対応機関。
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施策302 子育て支援の充実 

 施策の目的 

対 象 子ども（出生前を含む）、保護者、ひとり親家庭

目指す姿 ●子どもがのびのびと個性豊かに育ち、育てられる環境となっている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

1 
地域子育て支援拠点の事業か所数（保育課）

6か所 
（平成26年度）

7か所 

2 児童館数（保育課） １か所 
（平成26年度） 

２か所 

３
こんにちは赤ちゃん訪問事業の 4 か月児健

康診査までの把握率（健康増進課）
91.4% 

（平成26年度）
100％ 

４ 通常保育の認可保育所総定員（保育課） 849人 
（平成26年度） 

1,085人 

５ 延長保育実施の認可保育所数（保育課） 10か所 
（平成26年度） 

12か所 

６ 
放課後児童クラブ総定員（保育課）

419人 
（平成26年度）

565人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●共働き家庭の増加や就業形態の多様化などにより、保育に対するニーズは多様化してきていま

す。また、核家族化や近所づきあいの減少などにより、子育てに対して不安を抱える親や児童

虐待などが増加してきています。 

●本市には、地域の子育て支援の中心となるべき「地域子育て支援拠点」が 6 か所あり、

ファ

ミリー・サポート・センター事業も広がりを見せています。特に、駅前子育て支援センターと

日出谷子育て支援センターは、親子や親同士の交流の場である「子育てサロン」も行っており、

保護者の悩みを気軽に相談できる場にもなっています。 

●児童館は JR 高崎線東側地区に１か所あり、児童を対象としたいろいろな遊びや乳幼児親子を

対象としたおはなし会や体操など、さまざまな事業を行っています。 


地域子育て支援拠点：子育てサロン、子育て相談、子育て情報の提供を行い、地域の子育て支援機能の充実を

図る機関のこと。

放課後児童クラブ：保護者が労働などで昼間家庭にいない小学校就学児童に対して、授業の終了後に専用施設

において遊びや生活の場を与え、健全な育成を図るための事業のこと。

ファミリー・サポート・センター事業：保護者の急な残業の時などに、子どもの保育施設への送り迎えを行っ

たり、会員の自宅で子どもを預かったりする、預けたい人と預かる人との会員組織による育児の相互援助活動

のこと。
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●本市では、平成 26 年 4 月から、『こども医療費』及び『ひとり親家庭等医療費』の窓口払廃

止を、市内の医療機関等で受診した医療費を対象に実施しています。 

●平成 15 年度に「

次世代育成支援対策推進法」が施行され、平成 23 年 4 月からは国や地方

公共団体に加え、従業員数 101 人以上の事業所において、次世代育成支援対策に関する計画

（行動計画）の策定が義務化されました。また、「子どもの最善の利益」の実現に向け、「桶川

市次世代育成支援行動計画」を継承しつつ、幼児期の教育・保育、地域における多様な子ども・

子育て支援の量的拡充と質的改善を図るために、市民ニーズ調査、桶川市こども育成審議会、

パブリック・コメント等による当事者、関係者の意見、要望等を踏まえながら、「桶川市子ど

も・子育て支援事業計画」を平成 27 年 3 月に策定し、子育て支援の充実に取り組んでいます。

行動計画の策定と実行に伴い、仕事と子育ての両立を意味する『

ワーク・ライフ・バランス』

の考え方も広がりつつあります。 

●国は、母子の健康水準の向上を目指した国民運動計画「健やか親子 21」の最終評価を行い、

平成 27 年度から「健やか親子 21（第２次）」を開始しました。この計画は、１０年後に目指

す姿を「すべての子どもが健やかに育つ社会」としており、子育て支援に重点をおいた母子保

健事業の推進がより求められています。 

●平成 26 年度、県内の児童相談所が受け付けた児童虐待通告件数は 7,028 件で、前年度比の

31.2％増となっており、そのうち、警察からの通告件数が前年度比 60.6％増と通告全体の増

加件数の約 8 割を占めています。この数字は、全国の児童相談所が受け付けた児童虐待通告件

数の増加率（前年度比 20.5％増（88,931 件）を上回る深刻な状況となっています。本市に

おいては、平成 26 年度の児童虐待通告件数は 56 件（前年比 19.1％増）で、通告先の約 8

割が児童相談所からの調査依頼となっており、児童相談所への虐待通告が増加していることが

要因となっています。平成 18 年度に設置された

要保護児童対策地域協議会では、代表者会

議を年 1 回、実務者会議を年 4 回、事例検討会議を年 8 回開催して、児童虐待に適切に対応

するため関係機関との連携強化を行っています。 

【課題】 

●地域子育て支援拠点は、子育てを行う保護者と子どものサポートの一層の充実に努め、子育て

サロン事業についても、発達段階や子どもの状況に応じて質・量ともに充実させることが求め

られています。 

●子どものさまざまな遊びや体験活動などの拠点として、また、子どもの居場所として、JR 高

崎線西側地区に児童館を整備することが求められています。 

●子育て世代の保護者の孤立と育児の不安を防ぐために、地域における子育て支援の充実、夫婦

間での働き方や育児負担の見直しとあわせて、子育てに関する情報の提供やこれに携わる市職

員のスキルアップ、乳幼児健診等の相談体制の充実が求められています。 


次世代育成支援対策推進法：我が国における急速な少子化の進行などを踏まえ、次代の社会を担う子どもが健

やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について基本理念を定めるとと

もに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対

策を迅速、かつ、重点的に推進するために必要な措置を講じた法律のこと。

ワーク・ライフ・バランス：p.11参照。


要保護児童対策地域協議会：虐待を受けている児童をはじめとする保護・支援を要する児童などを早期に発見

し、適切な保護・支援を行うため、平成 17年 4月施行の改正児童福祉法に基づき、児童虐待防止ネットワーク
を再編し、平成 18年 4月に設置した協議会のこと。これにより、必要な情報交換を行うなど関係機関の連携強
化や支援方法の検討などを図り、児童虐待防止などの体制づくりをしている。
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●子どもの保健の向上と子育て家庭の経済的な負担を軽減させるため、こども医療費助成事業の

着実な実施と、ひとり親家庭等医療費助成事業の充実が求められています。 

●ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、保護者の就労の時間帯において保育所などが児

童を預かれる体制を整えるとともに、職場において産休、育児休業などを取得しやすい労働環

境を整備することが求められています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3021 子育てに魅力を感じる環境の整備  

子どもの出産、育児についての考え方や生き方が多様化する中、核家族化などにより、

孤立しがちな保護者が、子育てに自信と魅力を感じるような環境の整備を目指します。 

【主な取組】 

■地域子育て支援拠点の整備（保育課）    

■ファミリー・サポート・センター事業の充実（保育課） 

■児童館の整備（保育課）        

■相談事業の充実（保育課、こども支援課、児童発達支援センター分室、健康増進課） 

■乳児の健全な育成環境の確保〔こんにちは赤ちゃん訪問事業〕（健康増進課） 

■こども医療費助成事業の充実（こども支援課） 

■妊婦健診の充実（健康増進課）     

■小児医療体制の充実（健康増進課）   

■食育の充実〔子ども料理教室の開催、保育所食育公開講座など〕（健康増進課、保育課）   

3022 働きながら子育てするための施設・制度の充実と意識啓発 

働きながら子育てをする保護者に対し、その就労形態に合った保育サービスを提供して

いきます。また、保護者と就労先に対しては、ワーク・ライフ・バランスの考え方を普及・

啓発していきます。 

また、放課後児童クラブについては、放課後子供教室との連携や一体的な運営を目指し

ます。 

【主な取組】 

■多様な保育サービスの充実〔延長保育・病児・病後児保育など〕（保育課） 

■放課後児童クラブの充実（保育課） 

■ワーク・ライフ・バランス（仕事と子育て・家庭生活との調和）の普及・啓発（保育課） 

■放課後児童クラブと放課後子供教室の連携（保育課、生涯学習文化財課）〔再掲〕 

3022 働きながら子育てするための施設・
制度の充実と意識啓発 

施策 302 子育て支援の充実 

3021 子育てに魅力を感じる環境の整備 

3023 どの子も健やかに育ち、育てられる
環境の整備 
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3023 どの子も健やかに育ち、育てられる環境の整備 

子どもの教育、人権保護の観点から、障害の有無に関わりなく、あらゆる教育、保育機

会の確保に努めます。育てにくさを感じる親に寄りそう支援や児童虐待の予防・早期発見

とその対策に取り組みます。 

また、ひとり親家庭などの自立支援については、支援制度の周知・活用を図り、事業を

推進していきます。 

【主な取組】 

■児童虐待防止対策の推進〔要保護児童対策地域協議会の運営など〕（こども支援課） 

■発達に遅れがある子どもに対する早期支援の充実〔健診による早期発見、発達相談・療

育・訓練等〕（健康増進課、児童発達支援センターいずみの学園、児童発達支援センター

分室、こども支援課） 

■母子家庭等自立支援の充実（こども支援課） 

■ひとり親家庭等医療費助成事業の充実（こども支援課） 

■ひとり親家庭への相談・情報提供の充実（こども支援課）   
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施策303 高齢者施策の充実 

 施策の目的 

対 象 高齢者及びその家族

目指す姿 
●意欲や能力に応じて社会参加をしている

●地域で生きがいを持ち、安心して生活できる環境が整っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 老人福祉センターの利用者数（高齢介護課） 60,802人 
（平成26年度） 

63,000人 

2

地域包括支援センターの支援件数 

（高齢介護課）
7,993件 

（平成26年度）
9,000件 

3

介護予防教室の延べ参加者数 

（高齢介護課）
1,637人 

（平成26年度）
1,900人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市の高齢化率は、平成 24 年 4 月の 22.9%から、平成 27 年 4 月は 26.3%と上昇してお

り、今後も高齢化が進むと予想されます。平成 22 年の国勢調査によれば、本市におけるひと

り暮らし高齢者は 1,951 人で、高齢者の 8.5 人に 1 人がひとり暮らしをしています。 

●本市は、平成 27 年度から平成 29 年度までを計画期間とした「第七次桶川市高齢者福祉計画」

及び「第六次桶川市介護保険事業計画」に基づき、各種在宅福祉サービスや地域支援事業の推

進、介護保険サービスの基盤整備を行っています。 

●平成 18 年４月の「介護保険法」改正により、生活圏域ごとに地域包括支援センターが設置さ

れるとともに、軽度認定者を対象とする予防給付制度が創設されました。また、介護予防の訪

問介護と通所介護については、平成 29 年度までに「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」

として、地域支援事業に移行します。 

●日常生活圏域ごとに設置された地域包括支援センターは、４か所設置され、高齢者の相談や各

種支援を行っています。 

●平成 26 年に実施された市民意識調査の結果、介護が必要になっても、住み慣れた家で介護サ

ービスを受けたいというニーズが高まっていますが、一方で在宅での介護が難しくなった際の

支援体制も求められています。 


地域包括支援センター：平成 18年度の介護保険法改正により導入されたもので、生活圏域ごとに設置し、地域
住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことなどを目的とする介護予防の中核機関

のこと。

介護予防：高齢者が要支援・要介護になることをできる限り防ぎ、できる限り自立した日常生活を営めるよう

支援することを目的とした事業のこと。
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【課題】 

●高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って生活できる環境づくりや、高齢者の安心・安全

な暮らしを支える体制づくりなどが重要です。 

●地域やボランティアなどの

地域支援体制を構築し、いつまでも在宅で安心して暮らすことが

できるしくみの充実が求められます。 

●孤立死や消費者被害の防止などに対応したシステムを構築する必要があります。 

●介護保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、介護給付の適正化に取り組む必要が

あります。 

●

居宅サービスの充実や


地域密着型サービスの誘致など、介護基盤の整備が求められています。 

●高齢者の増加やニーズの多様化などに対応するため、相談・支援体制を拡充強化することが求

められています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3031 生きがい活動の推進 

各種生きがい活動事業や若い世代を含むさまざまなイベントを実施します。 

また、シルバー人材センターの就労活動や老人クラブ活動への支援、地域ふれあい事業

への助成などにより、高齢者の社会参加の機会拡充に努めるとともに、高齢者の交流の場

の提供や介護予防事業などを実施している高齢者いこいの家「中山道ふれあい館」の充実

に努めます。 

【主な取組】 

■老人福祉センターの活動の充実（高齢介護課） 

■シルバー人材センターの就労活動の支援（高齢介護課） 

■中山道ふれあい館の充実（高齢介護課） 


地域支援体制：公的機関、民間団体及び地域住民などによるネットワークにより、高齢者が住み慣れた地域の

中で、安心して暮らすことができるように支援するための体制のこと。

居宅サービス：家庭での介護を支援するサービスのこと。


地域密着型サービス：認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加などを踏まえ、高齢者が要介護状態になって

も、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるようにとの観点から創設されたサービスのこと。認知症

高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護などのサービスがあり、市町村が事業者の指定及び指導・監

督を行う。

施策303 高齢者施策の充実 

3031 生きがい活動の推進 

3032 介護サービスの充実 

3033 地域包括ケアの推進 



39

3032 介護サービスの充実 

在宅での介護を支援するため、高齢者の増加に伴う地域包括支援センターの充実や地域

密着型サービス事業所の誘致など、介護サービス基盤整備の促進を図るとともに、介護予

防の観点から高齢者が自立した生活を続けられるよう、介護予防教室の拡充や介護予防の

普及啓発を図ります。 

また、すべての高齢者が必要なサービスを適切に利用できるよう、『

要介護認定の適正

化』、『

ケアマネジメントの適正化』、『


介護報酬請求の適正化』などの介護給付適正化事

業に取り組みます。 

【主な取組】 

■介護給付適正化事業の推進（高齢介護課）   

■高齢者総合相談・支援体制の強化（高齢介護課） 

■介護予防教室の拡充（高齢介護課）  

3033 地域包括ケアの推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、介護や医療のみならず、保険外

サービスや住まいの確保も含めた生活支援が包括的・継続的に提供できるよう、関係機関

が連携した地域づくりの推進を図ります。 

【主な取組】 

■見守り・配食などの在宅福祉サービスの推進（高齢介護課） 

■住み続けることができる住まいの確保に対する支援（高齢介護課）  

■桶川市地域包括ケア推進協議会の設置（高齢介護課） 


要介護認定：介護保険認定審査会の判定を基に要介護状態を認定する制度。要支援１から２、要介護１から５

までの７段階で認定する。

ケアマネジメント：要介護認定を受けた人の依頼を受けて、その心身が置かれている環境、本人や家族の希望

を勘案して、適切なサービスを受けられるようにサービス計画を作成し、サービス事業者等との連絡調整など

を行うこと。

介護報酬請求：介護サービスの提供に伴い、事業所から各都道府県の国民健康保険団体連合会にその費用を請

求することで、事業者に対して支払を行う。
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施策304 障害者（児）支援の充実 

 施策の目的 

対 象 障害のある人

目指す姿 

●自立に向けた支援やサービスを身近な地域で受けている

●意欲や能力に応じて社会参加をしている

●地域で活動できる環境が整っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1

日常生活用具給付事業利用件数 

（障害福祉課、こども支援課）
79.７件／月 
（平成26年度）

100件／月 

2
移動支援事業利用時間数 

（障害福祉課、こども支援課）
217.7 時間／月 
（平成26年度）

220時間／月 

3
地域活動支援センター利用者数 

（障害福祉課）
58人／月 
（平成26年度）

64人／月 

4 障害者就労者数（障害福祉課） 118人 
（平成26年度） 

150人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 18 年度に「

障害者自立支援法」が施行され、障害種別による支援の差をなくし、統一

する方向で、見直しが重ねられてきました。利用料については、既に

応益制度に変更され、

就労支援には一層の重点が置かれるようになりました。平成 23 年度には、「障害者基本法」

が改正され、社会的障壁の除去や障害者の範囲拡大に対応した関係法令の整備も進みました。

そして、平成 25 年度には「障害者自立支援法」が、基本的人権を持つ個人として尊重される

ことや障害者が暮らしにくい原因となる環境や制度、人々の意識の改善についても盛り込まれ

た「障害者総合支援法」に改正されました。 

●障害児の支援についても、平成 24 年度の児童福祉法改正により「知的障害児通園施設」が「児

童発達支援センター」に移行し、地域療育の中核施設として位置づけられたことで、より専門

性の強化が求められるようになりました。また、「児童デイサービス」を「放課後等デイサー

ビス」に変更し、事業所にとって事業運営が行いやすい法改正がされたことにより事業所が多


日常生活用具給付事業：障害者（児）が日常生活を円滑に送ることを目的として、障害者（児）専用の用具類

の購入にあたり公的に購入補助する制度のこと。

障害者自立支援法：障害者（児）がその有する能力及び適正に応じ、自立生活を営むことができるよう支援を

行うことにより、障害者（児）などの福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず安心して暮らすこと

のできる地域社会を実現することを目的とした法律のこと。平成 18年４月より（全面施行は平成 18年 10月）、
従来の支援費制度に代わり、障害者（児）の福祉サービスを一元化し、障害者（児）に費用の原則１割負担を

求めている。

応益制度：所得に関係なく、サービスを受けた対価を支払うこと。逆に所得に応じて支払額が変わる場合を応

能制度という。
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く開設したことから、障害児の放課後の居場所としての利用が拡大しました。 

●本市では、平成 24 年 3 月に「第 3 次桶川市障害者計画・第 3 期桶川市障害福祉計画」を策

定し、障害者施策の推進に取り組んできましたが、３年毎に見直しを行い、平成 27 年 3 月に

平成 27 年度から 29 年度までの「第４次桶川市障害者計画・第４期桶川市障害福祉計画」を

策定しました。 

●本市では、平成 26 年 4 月から、『重度心身障害者医療費』の窓口払廃止を、市内の医療機関

等で受診した医療費を対象に実施しています。 

【課題】 

●障害者の範囲については、難病者や

高次脳機能障害、


発達障害が障害として位置づけられ、

障害特性を踏まえた支援の充実の方向が期待されます。 

●障害者（児）が地域でより安心して住むことができるよう、相談体制の強化や、就労支援の充

実が求められます。また、障害者の地域生活を推進するため、障害種別、程度に合った障害福

祉サービスの充実、

グループホームなどの『住居』の充実などが課題となっています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3041 障害者（児）の生活・社会参加支援 

「障害者計画」や「障害福祉計画」での位置づけや目標設定に基づき、実態・要望に沿

った福祉サービスの充実を図るとともに、障害者（児）の地域生活を支援するため、障害

者（児）やその家族などが必要に応じて適切な相談が受けられ、必要なときに必要な情報

を十分に得られるよう相談体制の充実に努めます。 

【主な取組】 

■桶川市障害者計画・桶川市障害福祉計画の実施（障害福祉課、こども支援課） 

■地域生活支援事業の実施（障害福祉課、こども支援課）    


高次脳機能障害：脳の損傷によって起こされるさまざまな症状の総称で、主に空間認知障害や記憶障害からな

る。

発達障害：ASD（自閉症スペクトラム障害）、ADHD（注意欠陥・多動性障害）、LD（学習障害）といった脳機
能の障害のこと。発達障害者支援法では、その症状は通常低年齢において発現するものとされている。


グループホーム：障害者が地域社会の中で暮らしながら、社会的自立を促進することが可能な擁護システムを

備えた住宅形態のこと。

施策304 障害者（児）支援の 

充実 

3041 障害者（児）の生活・社会参加支援 

3042 就労の促進 

3043 障害者（児）医療の充実 
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3042 就労の促進 

障害者の多様な形態での雇用促進を図るため、ハローワーク、

障害者就労・生活支援

センター、企業などと連携しながら、就労移行支援や就労継続支援の充実に努めます。 

【主な取組】 

■就労支援事業の実施（障害福祉課）       

3043 障害者（児）医療の充実 

心身障害者の医療費負担を軽減するため、
＊
自立支援医療についての周知を図るととも

に、複雑化した利用手続や内容についての相談の充実に努めます。また、難病や精神障害

の症状がある人に対して、医療の充実を図ります。 

【主な取組】 

■重度心身障害者医療費扶助の充実（障害福祉課）    

■自立支援医療（更生医療・精神通院）の充実（障害福祉課） 


障害者就労・生活支援センター：就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱え

る課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業

面及び生活面の一体的な支援を行う施設のこと。

自立支援医療：障害者が、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要

な医療で、政令で定められたもの。
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施策305 地域福祉の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、地域、行政等

目指す姿 

●市民・地域・行政等が協働で取り組むまち

●相互理解と支えあいを育てるまち

●市民・地域の意欲と力を生かすまち

●だれもが安心していきいきと暮らすことのできるまち

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１

民生委員における地域福祉活動件数 

（社会福祉課）
4,651件 
（平成26年） 

5,200件 
（平成32年）

2
地域包括支援センターの支援件数 

（高齢介護課）
7,993件 

（平成26年度）
9,000件 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●家庭の絆
きずな

や地域社会とのつながりが希薄化する中で、ひきこもりなどの心身の不安や児童の

虐待、孤立死などの現状があります。 

●子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、だれもが地域でいきいきと自立した生活が

送れるよう、地域福祉の担い手として多様な福祉活動を実施している桶川市社会福祉協議会に

対して支援を行っています。 

●平成 27 年度から平成 36 年度の 10 年間の本市における地域福祉推進の基本的指針となる地

域福祉計画を策定しました。地域社会との関係が希薄化する中で、市民のだれもが地域社会に

参加することが期待されています。 

【課題】 

●心身の不安や児童の虐待、孤立死など、日常の生活に潜む課題は、公的な支援だけでは発見や

解決が困難であることから、地域の中に関心の芽を育て、解決や未然防止に取り組むことが期

待されています。 

●障害者施策においては、「障害者権利条約」の批准を受け、地域移行や地域生活支援の充実が

一層必要となっています。高齢者施策においても、地域居住を目指した介護や福祉が充実する

方向となっており、災害対策や障害者、高齢者の社会参加機会の確保など、地域でともに取り

組むことが望まれます。 

●平成 27 年度から 10 年の計画で桶川市地域福祉計画を策定し、今後、社会福祉協議会が策定

した地域福祉活動計画との連携により、一層の地域福祉の推進体制づくりを図ります。 

●地域福祉計画では、市民との協働、市民の主体的な参画、地域における支え合い、安心してい

きいきと暮らせるまちづくりを目指して、地域福祉の推進体制づくりが求められています。 


民生委員：p.16参照。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3051 

地域支援体制の整備 

障害者や高齢者などの当事者、一般市民、地域組織、福祉活動団体を交え、地域福祉計

画を推進し、地域におけるつながりや支えあいの更なる発展を目指します。 

【主な取組】 

■桶川市地域福祉計画の推進（社会福祉課、高齢介護課） 

■見守り・配食などの在宅福祉サービスの推進（高齢介護課）〔再掲〕 

3052 地区社協活動の支援 

桶川市社会福祉協議会が実施している地区社協活動に対して支援を行います。 

また、高齢者のサロン活動、情報交換などを行うために、自治会の集会施設で地域のボ

ランティアが主体となって桶川市社会福祉協議会が行っている地域ふれあい事業につい

て、自治会などとの連携強化を図ります。 

【主な取組】 

■地域福祉活動の充実（社会福祉課、高齢介護課）  

3053 福祉サービスの情報提供体制の整備 

協働で地域課題の解決に取り組むための基盤整備として、生活・福祉課題の情報と課題

解決の情報など、情報提供体制の整備に取り組みます。 

【主な取組】 

■相談及び情報提供機会の拡大（社会福祉課、高齢介護課） 

■高齢者総合相談・支援体制の強化（高齢介護課）〔再掲〕 


地域支援体制：p.38参照。

施策305 地域福祉の推進 

3051 

地域支援体制の整備 

3052 地区社協活動の支援 

3053 福祉サービスの情報提供体制の整備 
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施策306 自立した生活への支援体制の充実 

 施策の目的 

対 象 生活困窮者、生活保護受給者

目指す姿 ●経済的に自立した生活を送ることができる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 就労支援プログラム実施者数（社会福祉課） 26人 
（平成26年度）

40人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市の生活保護の状況は、平成 27 年 4 月現在で 540 世帯と過去最高の世帯数となっていま

す。受給世帯数は微増傾向にありますが、近年の景気回復の兆しの中、今後の保護動向の推移

を見守っている状況です。 

●平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、本市においても、生活困

窮者の早期発見、相談支援への取組が始まりました。 

●生活保護受給者及び生活困窮者の自立を促進するため、就労支援員等がかかわり、本人の適性

を見極めつつ、就労に結びつくよう支援することに努めています。 

【課題】 

●ハローワークや関係課と連携し、庁舎内に職安ブースを設けるなど、本人の希望する仕事を見

つけられるよう支援する就労支援プログラムを積極的に実施することが求められています。 

●生活困窮者の自立支援に向けて、早期に相談支援につなげるための関係機関との連携が求めら

れています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

施策306 自立した生活への支援

体制の充実 
3061 自立へ向けての支援 
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 基本事業の主な取組内容  

3061 自立へ向けての支援 

生活困窮者の実態を受けとめ、生活保障を行うだけでなく、就労支援プログラムなどを

活用し、自立に向けて支援します。 

【主な取組】 

■自立支援事業の実施（社会福祉課） 
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施策307 
ノーマライゼーションの推進 

 施策の目的 

対 象 市民

目指す姿 
●ノーマライゼーションの意識が育まれている

●公共施設などを安全かつ快適に利用している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 公園の

バリアフリー化率（都市計画課）

61％ 
（平成26年度） 

65％ 

２
桶川市が住みよい所と思う市民の割合 

（市民アンケート）
45.8％ 

（平成26年度） 
50.０％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 18 年 12 月に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリ

ー新法）が施行されました。同法により、平成 6 年制定の「高齢者、身体障害者等が円滑に利

用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビル法）及び平成 12 年制定の「高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バリ

アフリー法）では対象外だった道路、路外駐車場、

都市公園が追加されるとともに、新設･改

良時のバリアフリー化が義務づけられ、これら既存施設や百貨店、病院、福祉施設など既存建

築物のバリアフリー化も努力義務の対象に追加されています。 

●県では、平成７年に「埼玉県福祉のまちづくり条例」を定め、だれでも利用しやすい施設の整

備促進など福祉のまちづくりの施策を推進しています。 

●平成 23 年度に改正された障害者基本法においては、障害者も基本的人権を持つ個人として尊

重され、また、すべての人が人権をもっているという考え方に基づいて、障害の有無にかかわ

らず、一人ひとりを大切にする社会を目指しています。 

●桶川市障害者計画においても、障害の有無にかかわらず、すべての市民が等しく生活し活動す

る社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基本理念のひとつとしています。 

【課題】 

●すべての人が人権と生き方を互いに尊重しあい、共に生きる社会を実現するには、啓発活動の

推進が不可欠です。特に社会的弱者に対する理解が市民の間に育まれるように、交流事業や講

演会などを実施し、市民の意識啓発を図っていくことが必要です。 

●本市においては、幾つかの公共施設におけるバリアフリー化が未対応のため、改善が求められ

ています。 


ノーマライゼーション：高齢者や障害者であっても、地域で普通（ノーマル）の生活ができ、かつ差別される

ことのない社会が通常であるという考え方のこと。

バリアフリー：p.21参照。


都市公園：都市公園法に規定があり、本市では、都市計画区域内において設置される公園又は緑地が該当する。
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●今後整備する各種施設・設備は、障害のある人もない人も、だれもが利用しやすいものとなる

よう

ユニバーサルデザインを考慮したものにする必要があります。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

3071 ノーマライゼーションへの理解と啓発 

ノーマライゼーションへの理解と啓発を図るため、学校やさまざまなイベントにおいて、

各種の啓発事業を推進します。 

【主な取組】 

■桶川市地域自立支援協議会及び広報を通しての啓発（障害福祉課） 

■人権啓発の推進（人権・男女共同参画課、生涯学習文化財課）〔再掲〕 

■障害者団体へのイベント支援（障害福祉課） 

3072 ユニバーサルデザインのまちづくり 

公的施設などの段差解消、障害者用トイレやエレベーターの設置など、だれでも利用し

やすい建物の建設・整備に努めます。 

都市計画道路や公園、小・中学校、駅前広場などの公共空間の整備にあたっては、既存

施設のバリアフリー化を進めるとともに、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進する

ことで、安全で快適な環境の整備に努めます。 

【主な取組】 

■交通バリアフリー基本構想の策定（企画課） 

■安全に移動できる道づくり 

（安心安全課、街路・大規模道路推進課、道路河川課、区画整理課） 

■利用しやすい施設の整備（建築課、都市計画課、契約管財課、教育総務課、企画課） 


ユニバーサルデザイン：バリアフリーはもともとあった障壁を取り除くことを目指していたのに対し、ユニバ

ーサルデザインはバリアフリーをさらに進めて、障害のある人のみを特別に対象とするのではなく、最初から

すべての人に使いやすいように配慮されたデザインのこと。

施策307 ノーマライゼーション 

の推進 

3071 ノーマライゼーションへの理解と 

啓発 

3072 ユニバーサルデザインのまちづくり 



施策の大綱４ 

環境にやさしく 

安心・安全に住み続けられる桶川をつくる 

【市民生活】 
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施策401 地球温暖化対策の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、企業、市全域

目指す姿 
●地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、温室効果ガスの排出抑制に

取り組んでいる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1

市役所等から発生する温室効果ガスの総排

出量の年間削減率（平成24年度比） 

（環境課）

2.9% 
（平成25年度）

2％ 
（平成29年度） 

2 
高効率給湯器設置費補助件数（環境課）

298基 
（平成26年度）

300基 

3
住宅用太陽光発電システム設置費補助件数 

（環境課）
125基 

（平成26年度） 
150基 

4 環境リーダー数（環境課） 3 人 5人 

5
日常生活の中で、地球温暖化への取組をして

いる市民の割合（市民アンケート）
63.9％ 

（平成26年度）
75％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●私たちを取り巻く環境は、地球規模で問題が深刻化しています。とりわけ地球温暖化問題は、

対策を講じなければ、2100 年に平均気温が 2.6～4.8 度上昇すると予想され、海水面の上昇

や異常気象、伝染病の拡大、農産物への被害など次世代まで及ぶ影響が懸念されています。 

●平成 27 年末に開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、2020 年

以降の地球温暖化対策の法的枠組みを定めた

パリ協定が採択されました。パリ協定は、先進

国だけでなく発展途上国も含めたすべての締約国が削減目標を定めることを前提とすること

から、温室効果ガス削減量の拡大が期待されています。 

●平成 25 年に、東部工業団地の後谷調整池に日本初の水上式メガソーラー発電施設「ソーラー

オンザウォーター桶川」が完成しました。クリーンエネルギーの積極的な利用や市有地の有効

活用に加え、再生エネルギーを学習できる環境教室を併設したことで、地球温暖化対策の啓発

にもつながっています。 


高効率給湯器：エネルギーの消費効率に優れた給湯器のこと。従来の瞬間型ガス給湯器に比べて設備費は高い

が、二酸化炭素排出削減量やランニングコストの面で優れている。潜熱回収型・ガスエンジン型・CO2冷媒ヒ
ートポンプ型などがある。


パリ協定：平成 27年 11月末からフランスのパリで開催された COP21において採択された協定のこと。世界
共通の長期目標として 2℃未満を目標としつつ、1.5℃未満に抑えることに言及し、主要排出国を含むすべての
国が削減目標を 5年ごとに提出・更新すること、途上国支援、適応の長期目標などが設定された。
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【課題】 

●市民や事業者は、地球温暖化防止の推進に関心が高く、普段の生活の中でも意識している姿が

アンケート結果からうかがえます。今後も、更なる全市的な取組が求められています。 

●本市では、「環境基本計画」の中で『人と自然が共生するまち』を将来像にしています。今後

はさらに地球温暖化防止への貢献、資源

循環型社会の構築、地域の自然の保全・再生を目指

したさまざまな対応が求められています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

4011 環境施策の推進 

「環境基本計画」及び国の定める「地球温暖化防止計画」に基づく「桶川市環境にやさ

しい庁内率先実行計画」を推進します。 

【主な取組】 

■環境基本計画の推進（環境課）  

■環境にやさしい庁内率先実行計画の推進（環境課） 

4012 市民、事業所等との啓発及び協働による環境対策の充実 

市民、事業者、行政などが一体となって、地球温暖化対策に関する啓発活動を積極的に

推進することで、

低炭素社会に向けた意識の向上を図ります。 

【主な取組】 

■市民、事業者等への啓発活動の推進（環境課） 

■温暖化対策に関する講座の開催（環境課） 

■市職員を対象とした環境問題研修の実施（環境課） 

■環境省が実施するクールアースデーへの参加（環境課） 


循環型社会：環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、それらを有効に使

うことによって、廃棄されるものを最小限に抑える社会のこと。

低炭素社会：地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を、自然が吸収できる量以内に削

減するため、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮を徹底する社会システムのこと。

施策401 地球温暖化対策の推進
4013 環境に負荷の少ない 

クリーンエネルギー普及促進 

4014 環境学習の充実 

4011 環境施策の推進 

4012 市民、事業所等との啓発及び 
協働による環境対策の充実 
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4013 環境に負荷の少ないクリーンエネルギー普及促進 

クリーンエネルギーへの関心を向上させるため、庁内において「

グリーン購入調達方

針」を推進するとともに、市民の省エネルギー商品の購入を支援します。 

【主な取組】 

■グリーン購入調達方針の推進（環境課）  

■住宅用新・省エネルギー機器設置費の補助制度の推進（環境課） 

■低公害車の普及促進（環境課、契約管財課） 

4014 環境学習の充実 

国・県との連携による

こどもエコクラブ、


エコライフ DAY などを推進しつつ、小・

中学生を対象とした出前講座や環境学習の充実を図ります。また、環境問題に関する研修

を推進するとともに、環境関連活動における指導者的人材の育成を図ります。 

【主な取組】 

■こどもエコクラブ、エコライフ DAY などの推進（環境課）  

■環境に関する出前講座の実施（環境課）    

■環境リーダーの育成（環境課） 


グリーン購入調達方針：環境負荷の少ない資材を購入し、又は調達する体制を「グリーン調達」、あるいは「グ

リーン購入」といい、その方針のこと。

こどもエコクラブ：環境省が行っている事業で、小・中学生ならだれでも参加できる環境活動のクラブのこと。

子どもたちに地域の中で楽しみながら主体的な環境活動・学習を行う機会を提供し、支援していくことを目的

としている。

エコライフ DAY：年に１日、地域ごとに定めた日に参加者に地球温暖化防止と環境のことを考えた生活をして
もらい、その成果を減らせた二酸化炭素量などの形でまとめ、発表する取組のこと。
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施策402 資源循環型社会の構築 

 施策の目的 

対 象 市民、企業、市全域

目指す姿 
●ごみの発生抑制に努めるとともに、資源として循環的に利用している

●適正な一般廃棄物処理を行っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 資源化率（リサイクル推進課） 31.6％ 
（平成26年度） 

39.8％ 

２ ごみ排出量（リサイクル推進課） 806g/１人 1日 
（平成26年度） 

762g/1人 1日 

３ 事業系ごみ排出量（リサイクル推進課） 4,440t/年 
（平成26年度） 

4,080t/年 

4
家庭ごみの収集・処理に満足している市民の

割合（市民アンケート）
33.1％ 

（平成26年度） 
45％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国・県は、ごみの減量に関して、積極的に取り組んでおり、特に県は事業所などからの廃棄物

の抑制・リサイクルを積極的に進めています。 

●本市は、平成 8 年に「桶川市ゴミ 10 ヵ条宣言」を行い、4R（リフューズ(ゴミになるものを

作らない)・リデュース(減量)・リユース(再利用)・リサイクル(再資源化)）の推進と 7 分類に

よるごみの収集を実施しており、資源化に向けて一定の効果をあげています。 

【課題】 

●大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された『資源循環型社会』へ

の指向から、『天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会』が求

められています。 

●事業系廃棄物の受入れは法的に限定されていますが、分別の不徹底なども指摘されており、資

源としてのリサイクルを図ることにより、更なる減量が可能と考えられます。 

●ごみ焼却施設に関しては、広域化による効率的な処理の実施に向け検討を進めていますが、現

存施設の適切な維持管理も求められています。また、資源になるごみなどの分別を積極的に進

める必要があります。 


循環型社会：p.51参照。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

4021 資源循環型社会の情報提供及び普及啓発 

資源循環型社会を形成するため、廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進などに関する目

標設定と達成のための有効な手段・方法などを検討し、取組に関する情報の普及啓発に努

めます。 

【主な取組】 

■資源循環型社会に向けた目標の設定（リサイクル推進課）   

■リサイクル情報提供とその周知（リサイクル推進課） 

■表彰制度等の創設（リサイクル推進課）  

4022 ごみ処理体制の確立 

ごみ焼却施設の適正な維持管理を行うとともに、効率的なごみ焼却処理及び広域化による処

理対応を進めます。 

【主な取組】 

■ごみ焼却施設の修繕（リサイクル推進課） 

■ごみ処理に関する広域化への推進（リサイクル推進課）  

4023 ごみ排出の抑制 

ごみ排出量の抑制については、市民、事業者などと協力しながら、各々の責任と役割を明確

にしつつ、継続的に推進します。また、減量化の取組の一つとして、レジ袋の削減を推進しま

す。 

【主な取組】 

■マイバック運動の推進（リサイクル推進課） 

■ごみの分別徹底（リサイクル推進課）  

■ごみの４R 運動の周知と推進（リサイクル推進課）  

■家庭用生ごみ処理容器等への補助（リサイクル推進課）  

4023 ごみ排出の抑制 
施策 402 資源循環型社会の構築 

4022 ごみ処理体制の確立 

4024 地域との協働等による資源対策 

4021 資源循環型社会の情報提供及び普及啓発
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4024 地域との協働等による資源対策 

地域コミュニティ活動を活性化し、


ゼロ・エミッションを推進するとともに、市民、

事業者、行政が一体となって資源の適切な活用を図ります。 

【主な取組】 

■地域コミュニティにおけるごみの４R 運動の促進（リサイクル推進課、自治文化課）     

■廃棄物減量等推進指導員の導入（リサイクル推進課）       

■資源物持ち去り防止パトロールの実施（リサイクル推進課）  


地域コミュニティ：p.7参照。


ゼロ・エミッション：ひとつの産業から発生するすべての廃棄物を他の産業分野の再生原料として活用するこ

とで、あらゆる廃棄物の環境への排出をなくし、大気や水などの環境への負荷を一切なくしていこうとする考

えのこと。
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施策403 快適で衛生的な地域環境の創出 

 施策の目的 

対 象 市民、企業、市全域

目指す姿 
●日常生活や企業活動のあらゆる場面で、環境に配慮した取組を行っている

●生活排水を適正に処理している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 
合併浄化槽設置補助件数（環境課）

3基 
（平成26年度） 

10基 

２ 合併浄化槽の法定検査の実施率（環境課） 5.8% 
（平成26年度） 

30％以上 

３ 狂犬病予防注射接種率（環境課） 64.7% 
（平成26年度） 

80％以上 

4
音や振動などの静けさに満足している市民

の割合（市民アンケート）
27.7％ 

（平成26年度） 
30％ 

5
空気のきれいさに満足している市民の割合

（市民アンケート）
30.4％ 

（平成26年度） 
32％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題）  

【現状】 

●合併浄化槽の設置や事業活動に伴う水質汚濁防止対策が進んでいます。 

●自動車の排気ガス規制、ディーゼル車の排気ガスに含まれる

浮遊粒子状物質の規制が強化さ

れ、大気環境の改善が進んでいます。また、ハイブリッド車や電気自動車などへの関心も高ま

り、買い換えや導入への促進対策なども行われています。 

●市民生活では、タバコの受動喫煙による健康被害や歩きタバコの危険性が問題視されているこ

とから、市では平成 20 年に「路上喫煙防止条例」を策定し、改善に向けて取り組んでいます。

また、平成 25 年 12 月に「桶川市環境美化に関する条例」を策定し、ポイ捨てやふんの放置

の防止など、環境美化の推進に努めています。 

【課題】 

●暮らしにおける環境への意識は高まりつつあり、身近な生活環境においては下水道の整備など、

更なる環境整備の充実が求められています。 

●市街化調整区域における合併浄化槽への転換促進や合併浄化槽設置世帯における法定検査の

受検率向上が課題となっています。 

●ペットの散歩や飼育上のモラルなどの徹底や飼い犬の登録、予防注射の接種率の向上が必要と

なってきています。 


合併浄化槽：生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や風呂、洗濯などからの排水）を併せて処
理することができる浄化槽のこと。これに対して、し尿のみを処理する浄化槽を「みなし浄化槽（単独浄化槽）」
という。


浮遊粒子状物質：大気中に浮遊している粒子状物質のこと。代表的な「大気汚染物質」のひとつであり、環境
基本法に基づいて定められる環境基準では、粒径 10μm以下のものと定義している。発生源は工場のばい煙、
自動車排出ガスなどの人の活動に伴うもののほか、自然界由来（火山、森林火災など）のものがある。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

4031 生活排水処理施設対策の推進 

良好な水環境の確保のため、公共下水道事業の推進、合併浄化槽の設置・転換及び適正

な維持管理を推進します。 

【主な取組】 

■し尿収集運搬業者との協議（環境課）  

■合併浄化槽の設置促進（環境課） 

■合併浄化槽の法定検査の推進（環境課） 

4032 身近な生活環境の充実とルールの周知 

市民一人ひとりがモラルを持って、身近な生活環境が充実するよう、生活上のルールな

どについて周知・支援を図ります。 

【主な取組】 

■空き地の適正な維持管理のための啓発（環境課）  

■

アイドリングストップの周知・徹底（環境課）    

■ごみの散乱防止（環境課、リサイクル推進課） 

■路上喫煙防止のためのパトロール及び周知（環境課）  

■ペット適正管理意識の啓発（環境課） 

4033 公害監視体制の充実 

自動車交通騒音及び振動、大気汚染などの環境調査を継続的に実施します。また、工場

などからの公害の監視や指導、立入検査の強化に努めます。 

【主な取組】 

■交通騒音・振動測定調査の実施（環境課）  

■大気汚染調査及び河川水質汚濁調査の実施（環境課） 

■公害の監視、指導及び立入の実施（環境課） 

■不法投棄のパトロールの実施（リサイクル推進課） 


アイドリングストップ：自動車が走っていない時にエンジンをかけっぱなしにすること（アイドリング）は、

できるだけやめようということ。

施策403 快適で衛生的な 

地域環境の創出 

4031 生活排水処理施設対策の推進 

4032 身近な生活環境の充実とルールの 
周知 

4033 公害監視体制の充実 
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施策404 防災対策の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、地域、企業、市全域

目指す姿 

●災害等に対して安心で安全な基盤や体制づくりに取り組んでいる

●防災に関する正しい知識を身に付けている

●災害発生時に防災情報を迅速・的確に入手し、的確な行動をとることがで

きる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 
自主防災組織率（安心安全課）

95.2％ 
（平成27年度） 

100% 

2 防災関連施設の耐震化率（安心安全課） 96％ 
（平成27年度） 

100％ 

３
市内の普通救命講習修了者数 

（安心安全課）
4,203人 

（平成26年度）
6,600人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●「災害対策基本法」の改正や平成 19 年 7 月の新潟中越沖地震、平成 20 年 6 月の岩手・宮

城内陸地震、平成 23 年 3 月の東日本大震災などの大規模な地震災害の発生によって、地域に

おける防災体制の構築が重要であるという認識が高まっています。平成 26 年に国の防災基本

計画が改定され、「要配慮者」対策の拡充及び安否確認や避難誘導といった支援態勢を整備す

る方針が打ち出されました。 

●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定により、建物所有者に建築物の耐震改修の努

力義務があることから、市では、「桶川市建築物耐震改修促進計画」を定めました。 

●平成２５年１２月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が定められ、

消防団を中核として住民、行政が一体となった地域防災体制づくりが求められています。 

●本市は、平成 27 年 2 月に「桶川市地域防災計画」を改訂し、「埼玉県地域防災計画」との整

合性を図るとともに、想定外の災害にみまわれても被害を最小限にとどめるための必要事項を

定めました。 

●本市では、平成 27 年 4 月 1 日現在、67 の自主防災組織（95.2％）が結成されています。 

●本市の常備消防は、多様化、大規模化する災害等に広域的に対応するため設置した埼玉県央広

域消防本部（現在:桶川市、北本市、鴻巣市の 3 市で構成）が、災害、救急救助等の消防業務

を共同処理しています。また、非常備消防としては、桶川市消防団が市内全域で活動していま

す。 


自主防災組織：地震、風水害、火災などの災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に被害を防止し、若し

くは軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し運営する組織のこと。
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【課題】 

●災害による被害を最小限に抑えるためには、自主防災組織の充実による地域防災力の向上及び

防災意識の高揚並びに防災知識の普及を図ることが必要です。 

●災害に強いまちづくりをさらに進めていくためには、建築物の耐震化、資機材の整備、食糧等

の備蓄など、地域も含めた防災体制の強化が必要です。 

●防災訓練やハザードマップを通じて、災害への心構えや災害時の行動が適切に行えるよう支援

することが必要です。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

4041 防災体制の強化 

市の防災関連計画の見直し、推進を図ります。また、災害時の対応力を高めるための実

践的な防災訓練を実施します。 

【主な取組】 

■地域防災計画の推進（安心安全課） 

■国民保護計画の推進（安心安全課）  

■防災訓練の実施（安心安全課） 

4042 地域防災力の向上 

自主防災組織による防災活動の支援や未結成地域における組織化を働きかけます。また、

避難所運営マニュアルの作成により、地域一体となった防災体制と災害時の初動体制を構

築します。 

【主な取組】 

■自主防災組織への支援（安心安全課）  

■未結成地域における組織化の推進（安心安全課） 

■避難所運営マニュアルの周知・推進（安心安全課） 

■普通救命講習の普及（安心安全課） 

施策404 防災対策の推進 

4043 防災設備・物資の充実 

4041 防災体制の強化 

4042 地域防災力の向上 

4044 消防力の強化 
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4043 防災設備・物資の充実 

地震などの災害時に対応するため、倒壊の危険性のある木造住宅や老朽化した公共建築

物などの耐震化を促進します。また、防災機能を備えた新市庁舎建設や

防災行政無線な

ど、災害対応に必要な設備の適切な配置及び更新を推進します。 

【主な取組】 

■公共建築物の耐震化の推進（建築課） 

■防災施設の整備（安心安全課） 

■食料・資機材等の備蓄及び整備（安心安全課）   

■防災行政無線等の更新（安心安全課） 

4044 消防力の強化 

埼玉県央広域消防本部により、消防機能の高度化及び強化を図ります。また、消防水利

の整備に努めるとともに、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の

施行に基づき、桶川市消防団の消防自動車を更新するなど、消防力の充実強化に努めます。 

【主な取組】 

■消防団の充実強化（安心安全課）     

■消防広域化の推進（安心安全課） 

■消防水利の整備（安心安全課）     

■消防団消防自動車の更新（安心安全課） 

■消防団機械器具置場の整備（安心安全課） 


防災行政無線：国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保を目的とした無線

通信システムのこと。
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施策405 防犯まちづくりの推進 

 施策の目的 

対 象 市民、地域、関係機関、市全域

目指す姿 
●一人ひとりの防犯意識が高まる

●安心で安全な地域社会実現のため、防犯組織と連携した防犯活動の充実強

化を図っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 刑法犯認知件数（安心安全課） 741件 
（平成26年）

650件 
（平成32年）

２ 
地域防犯推進委員数（安心安全課）

217人 
（平成26年度） 

220人 

３ 防犯協定数（安心安全課） 12団体 
（平成26年度）

15団体 

4 防犯灯の設置数（安心安全課） 3,614基 
（平成26年度） 

3,800基 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●市内における刑法犯罪の発生件数は、微減傾向にあります。しかし、上尾警察署管内の振り込

め詐欺等の特殊詐欺被害件数は年々増加しており、特に高齢者を対象にした特殊詐欺被害が後

を絶たない状況です。詐欺被害防止のため、警察官、地域防犯推進委員が市内の金融機関など

へ立ち寄り、振り込め詐欺被害防止活動を実施しています。 

●依然として発生しているひったくりや痴漢、声かけ事案などの犯罪抑止のため、通勤・通学で

利用する市道を中心に、街灯（防犯灯）の設置を望む声が増加しています。 

●平成 18 年 3 月に制定された「桶川市防犯のまちづくり推進条例」に基づき、同年 5 月に市・

上尾警察署と市内外の事業者で「桶川市防犯のまちづくりに関する協定」を締結しました。 

●地域における防犯意識が高まり、地域防犯推進委員を中心とした

自主防犯組織が微増傾向に

あります。また、現在、

青色回転灯装備車などによる防犯パトロールや下校時の見守り活動

などが実施されています。 


地域防犯推進委員：警察署長・防犯協会会長から委嘱され、犯罪や事故のない地域社会を目指すため、地域安

全活動のリーダーとなっている委員のこと。

自主防犯組織：市内で、自主的に防犯パトロールや危険箇所の点検などを行っている団体のこと。警察や防犯

協会と連携している団体のほかに自治会や学校の PTAなどのボランティア団体で組織される。

青色回転灯装備車：警察本部長から証明書・標章・パトロール実施者証を交付され、青色回転灯を自動車に装

備し、自主防犯パトロールを行っている自動車のこと。
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【課題】 

●更なる犯罪抑止力の向上を図るために、防犯意識の高揚を図ることが重要であり、自己防衛意

識・地域社会での防犯協働意識・地域の防犯環境の見直しや整備が必要です。 

●防犯体制の強化を図り、地域と一体となった体制づくりを推進するために、個人（市民）、組

織（市・警察・自治会）、団体（地域防犯推進委員が所属する上尾地方防犯協会）、学校（教員

や生徒・PTA）、事業所（会社等）など地域社会を形成するすべてが、防犯ネットワークなど

の連携・情報伝達といった地域の防犯組織を構築していくことが求められます。 

 施策展開のために取り組む基本事業 

 基本事業の主な取組内容  

4051 防犯意識の高揚 

関係機関との連携のもと、犯罪から身を守る防犯知識の普及及び防犯意識の啓発に努め

ます。 

【主な取組】 

■防犯用チラシの配布（安心安全課）   

■街頭キャンペーンの実施（安心安全課） 

4052 自主的防犯活動に対する支援 

防犯パトロールや防犯に関する啓発活動を行う自主防犯団体などに対して、活動支援や

防犯に関する研修などを行います。 

【主な取組】 

■自治会、PTA 等各々で組織されている自主防犯団体の活動支援（安心安全課） 

4053 地域との協働による防犯まちづくりの推進 

市民、学校、事業者、行政などの連携による地域一体となった防犯活動を推進し、防犯

体制の構築を図ります。 

【主な取組】 

■防犯に関する研修・講演会の実施（安心安全課） 

■防犯パトロールの強化（安心安全課）  

■市民・学校・警察・行政等のネットワークの維持・強化（安心安全課） 

施策405 防犯まちづくりの推進

4051 防犯意識の高揚

4052 自主的防犯活動に対する支援 

4053 地域との協働による防犯まちづくり 
の推進 

4054 犯罪防止環境の整備 
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4054 犯罪防止環境の整備

市内における犯罪抑止のため、街灯（防犯灯）の設置などによる防犯環境の整備を行い

ます。 

【主な取組】 

■防犯灯の整備・拡充（安心安全課）    
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施策406 交通安全対策の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、地域

目指す姿 
●交通安全意識を高め、安全で安心な交通社会で生活している

●交通安全施設が整備されることによって、安心して通行することができる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 交通事故発生件数（安心安全課） 347件 
（平成26年） 

280件 
（平成32年）

２ 道路反射鏡整備管理基数（安心安全課） 1,086基 
（平成26年度）

1,140基 

３ 道路照明灯管理基数（安心安全課） 1,589基 
（平成26年度）

1,610基 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●県内の交通事故件数・負傷者数は平成 22 年以降減少しているものの、全国における県内の交

通事故死者数は依然上位となっています。 

●市内においても、県と同様に交通事故件数・負傷者数は減少していますが、平成 17 年度と平

成 25 年度を除き、毎年死亡事故が発生しています。特に自転車事故や高齢者による事故が多

い傾向にあります。 

●首都圏中央連絡自動車道・上尾道路及び桶川都市計画道路の開通に伴い、市内の道路交通環境

が変化しています。そのため、地域からの交通安全施設などに関する要望が増加しています。 

●放置自転車については、昭和 61 年 4 月の「桶川市自転車放置防止条例」施行以降、駅前を中

心に自転車の撤去や放置防止の啓発を推進したことにより年々減少傾向にあり、近年では年間

200～300 台で推移しています。（※参考 H26 放置自転車撤去台数 282 台） 

【課題】 

●市民参加の交通安全運動の実施などによる交通安全意識の向上が求められています。 

●交通事故から市民を守るため、地元警察署に支援を要請しつつ、交通安全施設の整備充実を図

る必要があります。特に市民要望の高い『信号機の設置』、『横断歩道の新設』、『一時停止規制』

などは、地元警察署と連絡を取り合って調整する必要があります。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

4061 交通安全意識の啓発 

交通安全キャンペーンや交通安全教室、子ども自転車運転免許制度による講習会・試験

の開催などを通じ、市民一人ひとりの交通安全意識や交通マナーの向上を図ります。これ

により、市民、学校、関係団体及び行政との連携による地域一体となった交通安全への取

組を推進します。 

【主な取組】 

■交通安全教室の開催（安心安全課） 

■子ども自転車運転免許制度講習会・試験の実施（安心安全課） 

4062 交通安全施設の整備 

交通事故から市民を守るため、歩道やガードレール、道路照明灯、区画線（グリーンベ

ルト）など交通安全施設の整備充実を図ります。 

【主な取組】 

■道路反射鏡の整備（安心安全課） 

■道路照明灯の整備（安心安全課、街路・大規模道路推進課、区画整理課） 

■区画線の設置、修繕（安心安全課、道路河川課）   

■道路の新設・拡幅改良・維持補修（道路河川課） 

4063 交通安全計画づくり 

今後、市が優先的に取り組むべき施策や今後の課題などをまとめた「交通安全計画」の

改訂を進めます。 

【主な取組】 

■交通安全計画の改訂（安心安全課） 

施策406 交通安全対策の推進 4062 交通安全施設の整備 

4061 交通安全意識の啓発 

4063 交通安全計画づくり 
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施策407 安全な消費生活の確保 

 施策の目的 

対 象 市民

目指す姿 
●自立した消費活動を行うための正しい知識、情報を持っている

●被害を回避し、又は予防している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 消費生活展来場者数（自治文化課） 300人 
（平成26年度） 

350人 

２ 消費生活相談件数（自治文化課） 267件 
（平成26年度） 

300件 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 21 年９月に「消費者安全法」の施行により、都道府県及び市町村による消費生活相談な

どの事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約など、消費者

被害の発生又は拡大防止措置が明文化されました。また、同時期に消費者行政の一元化を掲げ

て、消費者庁が発足しました。消費者庁では、平成 26 年度に地方消費者行政活性化作戦を策

定し、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制

を全国的に整備することを目指しています。 

●本市では、平成 22 年 10 月に消費生活相談日を増設し、消費生活センターを設置しました。 

【課題】 

●商品や取引の形態が多様化しており、さまざまな知識が必要となるため、多様な機会を活用し

た消費者教育の推進が課題となっています。

●消費生活に関する情報を発信する上で、消費者ニーズを把握するためにも、消費者団体とのよ

り一層の連携が必要になっています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

施策 407 安全な消費生活の確保

4071 消費者意識の向上 

4072 消費生活相談の充実 
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 基本事業の主な取組内容  

4071 消費者意識の向上  

消費者団体の自主的活動を支援し、連携を図るとともに、意見や情報を収集し、消費者

ニーズの把握に努めます。また、市民が消費生活に関する必要な知識を身に付け、適切な

判断ができるよう、消費生活展や消費生活セミナーなどを活用して、消費者意識の向上を

図ります。 

【主な取組】 

■消費者団体との連携及び活動支援（自治文化課） 

■消費生活展の実施（自治文化課）    

■消費生活に関する情報の提供（自治文化課） 

4072 消費生活相談の充実 

複雑、多様化する消費者被害などに適切に対応するため、消費生活センターの周知及び

相談機能の充実を図ります。 

【主な取組】 

■消費生活センターの周知（自治文化課）  

■相談機能の充実（自治文化課） 



施策の大綱５ 

みどりと調和した 

暮らしやすい桶川をつくる 

【みどり・都市基盤】 
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施策501 良好な住環境の創出と保全 

 施策の目的 

対 象 市全域

目指す姿 
●住環境に配慮され、かつ、災害に強く、安心して住み続けられるよう計画

的に整備が進められている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1

土地区画整理事業施行地区の使用収益開始

率（区画整理課）
82.3％ 

（平成26年度） 
100％ 

2

木造住宅・市有建築物の耐震化率 

（上段：木造住宅、下段：市有建築物） 

（建築課）

82％ 

------------------

88％ 
（平成26年度） 

95％ 

------------------

100％ 

3 下水道普及率（下水道課） 77.6％ 
（平成26年度）

78.6％ 

4
住み続けたいと思う市民の割合 

（市民アンケート）
58.6％ 

（平成26年度） 
60％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 23 年に「住生活基本法」及び「住生活基本計画（全国計画）」の見直しが行われ、住生

活の分野において憲法第25条の趣旨が具体化されるように良質なストックの形成や住宅確保

に配慮を要する者のために住宅セーフティネットの構築が示されました。 

●県では、平成 20 年 3 月に策定した「まちづくり埼玉プラン」に、埼玉らしさを生かすまちづ

くりの３つの目標として、①コンパクトなまちの実現、②地域の個性ある発展、③都市と自然・

田園との共生、を掲げています。 

●本市では、土地区画整理事業を推進し、良好な住環境の創出・保全に努めるとともに、災害に

対して強いまちづくりを目指しています。 

●本市の上水道は、桶川北本水道企業団で市民生活に不可欠な飲料水を安定供給しており、平成

26 年度末現在、水道普及率は 99.6％となっています。 

●公共下水道については、平成 26 年度末現在、処理開始面積は 747.3ha、普及率は 77.6％

となっています。平成 26 年度末で、事業認可面積は 818ha であり、毎年着実に整備が進ん

でいます。 


土地区画整理事業施行地区：都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図

るために行われる土地の区画形質の変更、及び公共施設の新設又は変更に関する事業が行われている地区のこ

と。
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【課題】 

●既成市街地においては、現在の交通事情や住環境などに配慮した都市基盤などの整備改善やま

ち並みづくりを住民参加によって進めていく必要があります。 

●長期化している土地区画整理事業においては、早期の事業完了を目指して引き続き推進してい

くことが求められています。 

●市街化調整区域では、農地と既存の住環境を保全し、生活道路や河川改修を進め、水辺と農が

調和するまちづくりが求められています。 

●安定的な上水の供給を行うため、施設の耐震化と管網の整備を図るとともに、老朽化した石綿

セメント管の更新を進める必要があります。 

●良質な都市環境を支えるため、既成市街地の公共下水道未整備地域などの整備促進が求められ

ています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5011 計画的な土地利用の推進 

まちづくりにかかわる各種計画や公共事業の進捗状況、土地利用・開発事業の動向、市

民ニーズを把握・整理し、「都市計画マスタープラン」の目標や方針に沿ったまちづくり

の実現を図ります。また、社会経済情勢や市民ニーズなどの変化に柔軟に対応するため、

適切な

進行管理を実施します。 

【主な取組】 

■都市計画マスタープランの推進と進行管理（都市計画課） 

■地区計画制度の推進（都市計画課） 


進行管理：プロジェクト計画の中で策定されたスケジュールと、実際の進行状況との間のずれを常に把握し、

スケジュール変更や、作業手順の見直しなどを必要に応じて行うこと。

施策501 良好な住環境の創出と

保全 

5013 新市街地整備の推進 

5012 既成市街地におけるまちづくりの 
推進 

5014 良好な住宅・住宅地の誘導 

5017 上水道の安定供給 

5016 災害に強い建物づくりの推進 

5018 公共下水道の整備と維持管理

5011 計画的な土地利用の推進 

5015 田園地域の保全 
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5012 既成市街地におけるまちづくりの推進 

既成市街地においては、交通上、安全上、衛生上及び防火上の観点で住環境を再点検し、

用途地域の見直し、


防火地域・準防火地域や


高度地区の指定、地区計画の導入などに

より、良好な住環境の創出・保全を図ります。 

【主な取組】 

■用途地域の見直し（都市計画課） 

■防火地域・準防火地域や高度地区の指定（都市計画課） 

5013 新市街地整備の推進 

事業計画の見直しを行った土地区画整理事業については、今後もそれぞれの地区の特性

に応じた柔軟な対応を図りながら事業を推進します。 

【主な取組】 

■土地区画整理事業の推進（区画整理課）

5014 良好な住宅・住宅地の誘導 

住宅ストックの有効活用のため、省エネルギー、

バリアフリー、耐震化などのリフォ

ーム促進や地域にふさわしい長寿命な住宅建設促進を通じて、良質な住宅・住宅地の誘導

を図ります。また、人口減少社会を見据え、空き家対策にも取り組みます。 

【主な取組】 

■耐震リフォーム支援の充実（建築課）   

■開発指導の遂行（建築課） 

■空き家対策の推進（全庁） 

5015 田園地域の保全 

市街化調整区域は、優良農地を保全することによって、農業を活性化するとともに、中

小河川の源流地点や水辺、公園・みどりの拠点などをめぐる散歩ルートを整備します。田

園地域として豊かな屋敷林、農家集落など、農業風景の保全に努めます。 

【主な取組】 

■

荒廃農地対策の推進（農業委員会、農政課） 

■（仮称）農業振興マスタープランの策定（農政課） 


用途地域：市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて 12種類に分け、建築基準法と連動し
て、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度のこと。


防火地域・準防火地域：防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する

地域のこと。商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定め

る。それに対して、準防火地域とは、防火地域に準じる区域であり、市街地の中心に近く、建物の密集度が高

く、建物を耐火又は防火構造とする必要がある地域などにおいて定める。

高度地区：都市計画法によって建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められている地区のこと。


バリアフリー：p.21参照。


荒廃農地：現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不

可能となっている基準に該当する農地。
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5016 災害に強い建物づくりの推進 

「桶川市建築物耐震改修促進計画」に基づき、すべての小・中学校の校舎・屋内運動場

及び

「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」第６条に規定する市有建築物の耐

震化が完了しました。耐震化の完了していない床面積 200 平方メートル以上のその他の

市有建築物についても、引き続き計画的に耐震化に取り組みます。 

また、市内の２階建て以下の民間木造住宅などについても耐震診断・耐震改修事業を進

め、その他の民間建築物については、県と連携し、耐震化事業を推進します。 

【主な取組】 

■公共建築物の耐震化推進（建築課）〔再掲〕 

■木造住宅の耐震化促進（建築課） 

5017 上水道の安定供給 

本市の上水道については、桶川北本水道企業団が良好な水質を確保し、安定的な上水供

給を図るため、管理・運営を行っています。市においては、節水社会を目指した市民意識

の向上に努めます。

【主な取組】 

     ■安心・安全な上水供給のための施設更新への支援（企画課） 

■節水社会、水道水の安全性の啓発（企画課） 

5018 公共下水道の整備と維持管理

快適な生活環境づくりと公共用水域の水質保全のため、汚水管の整備を進め、下水道の

普及率向上に努めます。また、浸水対策を図るため、土地区画整理事業の進捗に合わせて

雨水管の整備を進めます。 

長期的な視野に立ち、下水道施設を予防保全的に管理することによって、適正に維持し

ていきます。 

【主な取組】 

■公共下水道の整備（下水道課）   

■下水道施設の長寿命化計画の策定（下水道課） 


「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」第６条に規定する市有建築物：建物種別により異なるが、お

おむね階数３階以上かつ床面積合計 1,000㎡以上の建物のこと。
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施策502 歩いて暮らせるまちの実現 

 施策の目的 

対 象 中心市街地、新市街地、田園地域

目指す姿 
●まちの顔としてにぎわっている

●生活に必要な機能が備わり、暮らしやすいまちになっている

●安全で利便性の高い交通網が整備され、円滑に移動できる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

1

桶川駅東口駅前広場及び駅東口通り線のう

ち駅前広場から中山道までの部分の整備に

伴う用地買収率（駅東口整備推進課）

21％ 
（平成26年度） 

100% 

2 桶川駅の１日平均乗車人員（企画課） 26,161人 
（平成26年度） 

26,200人 

3 循環バス年間乗車人数（安心安全課） 289,200人 
（平成26年度）

300,000人 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国は、人口減少に対応したまちづくりの基本方針として、都市の拡散を促す郊外開発を抑制し、

集約型都市構造への転換を進める施策を行っています。 

●本市では平成 22 年から 23 年をピークに人口減少に転じておりますが、土地区画整理事業に

よる宅地の供給などにより、そのスピードは緩やかとなっております。 

●平成２６年に、日出谷地区に大型商業施設がオープンし、施設内には市民活動サポートセンタ

ーが設置されるなど、地域生活拠点が形成されています。今後は、坂田地区にも地域生活拠点

の形成が求められています。 

●交通空白地域を解消するため、市内循環バスを平成 13 年４月から４ルート、４台で運行して

います。 

【課題】 

●本市では、高齢化率が進むことが予測されるため、高齢社会に対応するまちづくりが必要とさ

れています。 

●本市では生活圏ごとにそれぞれの地域特性に応じた拠点を形成する集約型都市構造へと転換

を図り、歩いて暮らせるまちづくりを実現することが必要です。拠点においては、日常生活に

必要な公共機能、医療・福祉、商業などの利便性の向上に努めます。 

●市街化区域では、歩ける距離として中学校区域程度を目安とした生活圏の中心に「地域生活拠

点」（区域）を、特に中心市街地では「都市拠点」を位置づけており、それぞれこれに沿った

施設の整備や魅力の創出が必要です。 

●市街化調整区域では、加納・川田谷小学校区域を生活圏として、その中心に「コミュニティ拠
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点」（区域）を位置づけており、生活圏内の日常生活の利便性の向上が課題です。 

●生活圏は、移動に不安のない範囲としていますが、拠点間を結ぶ公共交通機関を充実するなど、

生活圏相互の補完が課題です。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5021 魅力ある中心市街地の形成 

桶川駅周辺の中心市街地は、文化、業務、商業、観光などが最も集積した都市拠点とし

て活性化を目指します。 

駅東西の商業環境の向上とあわせて、中山道の歴史を生かしたまちづくりやまち並みの

創出を図るとともに、施設の充実や

バリアフリー化などによる環境整備を進めます。 

桶川駅東口周辺地域においては、バスなどのターミナルとなる桶川駅東口駅前広場と駅

東口通り線の整備完了を目指します。あわせて、桶川南小学校跡地を有効に活用するため

に、引き続き関係権利者との懇談会等を通じて意見交換や必要な調査を行い、地区内の都

市基盤整備や地区計画などを活用した地域のまちづくりを進めます。 

駅の東西地域のまちづくりにおいては、周辺環境とのつながりについても検討するとと

もに、西口駅前広場においては、交通事情に合わせた改善を行います。 

駅西口周辺地域においては、駅西口図書館のイベントスペースにおける文化交流事業を

通じて、人の流れや賑わいを創出するとともに、多世代交流の場所を提供します。 

【主な取組】 

■中心市街地活性化基本計画の見直し及び推進（産業観光課、都市計画課） 

■桶川駅東口駅前広場及び駅東口通り線の整備推進 

            （街路・大規模道路推進課、駅東口整備推進課） 

■桶川駅西口駅前広場の改善（道路河川課） 

■駅西口図書館における官民連携の文化交流事業の実施（図書館）〔再掲〕


バリアフリー：p.21参照。

5022 地域生活拠点の形成 

5021 魅力ある中心市街地の形成 

5024 公共交通の充実 

5023 コミュニティ拠点の形成 

施策 502 歩いて暮らせるまちの

実現 
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5022 地域生活拠点の形成 

市東西の坂田地区、日出谷地区の利便性の良い中心区域に新たなる施設の整備と、既存

の施設や公園などを活用した地域生活拠点の形成を推進し、行政、医療・福祉、教育・文

化などのサービスの充実を図ります。 

坂田地区における

土地区画整理事業施行地区の公共施設等の整備用地については、生

涯学習や市民交流機能などを備えた地域生活拠点としての公共施設等の整備を推進しま

す。 

【主な取組】 

■土地区画整理事業施行地区における用途地域の変更及び地区計画の策定  

                        （都市計画課、区画整理課） 

■土地区画整理事業施行地区における防災機能の整備（安心安全課、区画整理課） 

5023 コミュニティ拠点の形成 

地域福祉のための施設や公民館、集会施設、診療所などが立地する既存集落の中心的な

区域をコミュニティ拠点として形成します。 

コミュニティ拠点では、

地域コミュニティの維持・活性化、伝統文化の継承、日常生

活に必要な機能や行政窓口サービスの充実に努めます。 

【主な取組】 

■窓口サービスの提供（企画課、市民課） 

■

地域活動情報コーナーの活用（自治文化課）〔再掲〕 

■加納公民館のエレベーターの設置（公民館）〔再掲〕 

■農産物・物産直売所を含む「道の駅」の設置（道の駅推進課） 

■桶川市立図書館・桶川公民館の施設の改修（図書館、公民館）〔再掲〕 

5024 公共交通の充実 

広域な新規バス路線の参入促進や拠点同士を結ぶ市内循環バスの充実、さらに、近隣自

治体との市内循環バスの相互利用なども視野に入れながら、交通空白地域の解消など地域

公共交通の活性化を図ります。また、これらを実現するために、桶川駅東口駅前広場など

の円滑な整備に努めます。 

【主な取組】 

■路線バス及び市内循環バス路線の充実（企画課、安心安全課） 

■駅及び駅周辺の交通機能の改善・整備（道路河川課、都市計画課、駅東口整備推進課） 


土地区画整理事業施行地区：p.69参照。


地域コミュニティ：p.7参照。


地域活動情報コーナー：p.6参照。
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施策503 魅力あるまちづくりへの新たな取組

 施策の目的 

対 象 市全域

目指す姿 
●市街地では統一感のあるまち並みについて、郊外では豊かな田園の景観に

ついて、保全・活用するための取組がなされている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1

乱開発抑止のためのパトロールの実施回数 

（都市計画課、農業委員会、建築課、環境課、
リサイクル推進課） 

１回 
（平成26年度） 

2 回 

2
市内に優れた景観があると思う市民の割合 

（市民アンケート） 
7.4％ 

（平成26年度） 
12％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 19 年に「埼玉県景観条例」、「埼玉県景観計画」が策定され、本市も、平成 20 年から景

観計画区域に位置づけられています。随時、都市の進展に合わせ、改正、変更が加えられてい

ます。 

【課題】 

●近年、美しいまち並みなど良好な景観に関する市民の関心が高まってきています。魅力あるま

ちづくりを目指し、各地域の景観特性を『市民が共有できる価値観』として保全していくため

に、本市独自の『景観によるまちづくり』の新たな取組が求められています。 

●首都圏中央連絡自動車道インターチェンジ周辺地域の乱開発の抑止、中山道の歴史を生かした

まち並みの保存や中高層建築物の建設に係る高さの制限などに関するルールづくりが課題と

なっています。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5031 景観形成のしくみづくり 

地域特性に応じて、きめ細かく桶川らしい景観を創出するために、建築物や付属する看

板などの意匠や色彩などの基準づくりとあわせて、「景観法」に基づく

景観行政団体を目

指します。 

さらに、多くの市民が愛着と誇りを感じるような魅力ある桶川の景観を形成していくた

め、中山道宿場町の景観の保全・修景方法など、景観に対する市民の理解と関心を高める

とともに、市民と行政が協働で取組を展開していきます。 

【主な取組】 

■景観基本計画及び景観計画の策定（都市計画課） 

■市民による景観活動の推進（都市計画課）  

■桶川景観百選の選定（都市計画課） 

■中山道宿場の景観に係る勉強会実施（都市計画課） 

5032 インターチェンジ周辺地域の開発誘導 

首都圏中央連絡自動車道インターチェンジ周辺地域については、無秩序な個別開発が進

まないよう、計画的な土地利用を誘導します。 

（桶川加納インターチェンジ南側の加納笹原南部地区及び加納原地区、桶川北本インタ

ーチェンジ周辺の候補地については、県の「

田園都市産業ゾーン基本方針」に即した、

周辺の田園環境と調和した工業系土地利用を進めます。 

桶川加納インターチェンジ北西の加納北部地区（Ａ地区）については、周辺の田園環境

と調和のとれたゆとりある生活空間を形成する農住調和地区とします。 

首都圏中央連絡自動車道と市道 5070 号線に囲まれた地区（Ｂ地区）については、既

存林の優れた自然環境の保全を基本に、その環境を損ねない範囲での利活用を図っていく

ものとし、市民と行政の協働により有効な施策・事業を展開していく区域とします。 

【主な取組】 

■インターチェンジ周辺地域における計画的な土地利用の誘導（都市計画課） 


景観行政団体：景観法に基づく良好な景観形成を推進するための具体的な施策（建築物や工作物の高さ、デザ

イン・色彩などの基準の設定や行為の制限など）を自ら行うことができる地方公共団体のこと。

田園都市産業ゾーン基本方針：平成 18年に策定され、首都圏中央連絡自動車道沿線地域における周辺の田園環
境と調和した産業基盤づくりの推進に向け、県の姿勢と取組方策を示したもの。

5031 景観形成のしくみづくり 

5033 乱開発の抑止 

5032 インターチェンジ周辺地域の開発誘導
施策503 魅力あるまちづくりへ

の新たな取組 
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5033 乱開発の抑止 

首都圏中央連絡自動車道インターチェンジ整備に伴う利便性の向上から、資材置場や残

土置場、廃棄物などの堆積や屋外広告物の掲出など、無秩序な開発が懸念されるため、乱

開発防止に向けた啓発活動やパトロールの強化を通じて市民の意識向上に努めます。 

【主な取組】 

■乱開発抑止の啓発活動及びパトロールの実施 

     （都市計画課、農業委員会、建築課、環境課、リサイクル推進課） 
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施策504 都市計画道路の整備 

 施策の目的 

対 象 都市計画道路の整備

目指す姿 
●市内外とのアクセスが向上し、安全かつ快適に道路を利用することができ

る

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１
都市計画道路の整備率 

（街路・大規模道路推進課） 
57.6％ 

（平成26年度） 
75％ 

２
道路の整備状況に満足している市民の割合 

（市民アンケート）
10.５％ 

（平成26年度）
18％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市の都市計画道路は、平成 27 年 1 月 1 日現在、国道４路線、県道７路線、市道 29 路線

で構成されています。主な幹線道路体系は、国道 17 号（東側大通り線）、西側大通り線、中

山道（仲仙道線）、県道蓮田鴻巣線（坂田東通り線）、若宮泉線・川田谷泉線が南北軸を形成し、

県道川越栗橋線（滝の宮線・加納線）が東西軸を形成しています。 

●首都圏中央連絡自動車道は、平成 21 年度に川島インターチェンジから桶川北本インターチェ

ンジ間の5.7ｋｍが開通しました。平成27年 10月 31日に桶川北本インターチェンジから、

以東の桶川加納インターチェンジを経由し白岡菖蒲インターチェンジまでの 10.8ｋｍが開通

し、それにより県内の首都圏中央連絡自動車道の全線が開通しました。 

●上尾道路は、平成 21 年度に県道川越栗橋線から桶川北本インターチェンジ間 2.1ｋｍの区間

が開通しました。今後は、上尾市小敷谷から県道川越栗橋線間の開通が予定されており、それ

により宮前インターチェンジから桶川北本インターチェンジまでのⅠ期区間 11.0ｋｍが一部

は 4 車線で一部は 2 車線の暫定形で開通します。また、平成 23 年度に桶川北本インターチ

ェンジから鴻巣市箕田までのⅡ期区間 9.1ｋｍが事業化されました。 

【課題】 

●ここ数年、首都圏中央連絡自動車道や上尾道路の開通、土地区画整理事業により都市計画道路

の整備が進捗しています。今後の都市計画道路の整備については、自動車や歩行者等の交通量、

交通渋滞、通学路等の状況や周辺道路の整備状況を把握し、緊急性や効果を十分に検討した上

で優先度を定め計画的に整備することが求められています。また、交差点改良や工区分けをし、

短期間で事業効果を上げることが重要です。 

●桶川駅東口駅前広場、駅東口通り線、中山道については、桶川駅東口の交通の円滑化、歩行者

等の安全確保のため早期完成が求められています。西側大通り線は、土地区画整理事業の区間
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が整備されたため、上尾市と北本市を直接結ぶことができるよう北本市付近の最終区間の整備

を推進することが重要です。坂田寿線は、連続的な歩行空間を創出し、歩行者等の安全確保を

図るために継続して整備を行う必要があります。若宮下日出谷線は相互通行とし、地域住民の

利便性向上のために整備を行う必要があります。愛宕東線については、

土地区画整理事業施

行地区内の区間が整備されるため、土地区画整理事業施行地区外の区間の整備を推進し、児童

の安全確保を図る必要があります。駅西口通り線については、西側大通り線との交差点の交通

渋滞の状況により交差点改良を行う必要があります。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5041 計画的な整備の促進 

市内の主な都市計画道路には、都市間をつなぐ広域幹線道路とこれらを補完する地域幹

線道路があります。広域幹線道路である首都圏中央連絡自動車道や県道川越栗橋線は全線

が開通しました。上尾道路についても早期の全線供用開始を目指し、関係機関への働きか

けを行います。 

地域幹線道路は、地域間移動の円滑化を図るとともに、歩行者や自転車が安心かつ安全

に通行できるよう計画的に整備していきます。 

なお、長期間未着手の都市計画道路については、路線、幅員などの見直しを行うととも

に、早期の整備実現を図ります。 

【主な取組】 

■整備目標時期の設定（都市計画課、街路・大規模道路推進課、区画整理課） 

5042 広域幹線道路の充実 

首都圏中央連絡自動車道と上尾道路Ⅰ期区間の開通により、広域幹線道路の結節点が市

内に生まれます。今後は、関越自動車道と東北自動車道の中間に位置し、首都圏３環状で

ある外郭環状道路と首都圏中央連絡自動車道を結ぶ地域高規格道路「新大宮上尾道路（高

速埼玉中央道路）」の早期事業化と、「上尾道路Ⅱ期区間」の早期開通を関係自治体並びに

上尾道路建設促進期成同盟会とともに国に働きかけていきます。 

また、首都圏中央連絡自動車道の県内全線開通を踏まえ、倉田五丁台線（第二産業道路）

についても、計画区間の早期事業化を関係自治体及び第二産業道路建設促進期成同盟会と

ともに県に働きかけていきます。 

【主な取組】 

■未事業化区間における事業促進要望の強化（街路・大規模道路推進課） 

■事業化区間の早期開通に向けた課題解消の調整（街路・大規模道路推進課） 


土地区画整理事業施行地区：p.69参照。

施策504 都市計画道路の整備 

5041 計画的な整備の促進 

5042 広域幹線道路の充実 

5043 地域幹線道路の充実 
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5043 地域幹線道路の充実 

地域幹線道路には、県が整備する中山道や県道桶川停車場線があり、これらの路線は桶

川駅東口の整備方針に沿って、計画的に進められるよう県に働きかけます。 

坂田寿線は、自転車や歩行者が安心かつ安全に通行できるよう、早期完成を目指します。

西側大通り線は、市内外のアクセス向上を図るため整備を推進します。 

桶川駅東口駅前広場は、桶川駅東口の交通の円滑化、歩行者等の安全確保のため整備を

推進します。 

若宮下日出谷線は、地域住民の利便性向上のために整備を推進します。 

愛宕東線は、一部が通学路となっており児童の安全を確保するために整備を推進します。 

駅西口通り線は、西側大通り線との交差点の交通渋滞の状況により交差点改良を行いま

す。 

【主な取組】 

■坂田寿線の整備推進（街路・大規模道路推進課）    

■西側大通り線の整備推進（街路・大規模道路推進課、区画整理課）  

■中山道の整備促進（街路・大規模道路推進課、駅東口整備推進課） 

■桶川駅東口駅前広場及び駅東口通り線の整備推進 

      （街路・大規模道路推進課、駅東口整備推進課）〔再掲〕 

■若宮下日出谷線の整備推進（街路・大規模道路推進課、区画整理課） 

■愛宕東線の整備推進（街路・大規模道路推進課、区画整理課） 

■駅西口通り線の整備推進（街路・大規模道路推進課）  
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施策505 生活道路の整備・改善 

 施策の目的 

対 象 道路を利用する人

目指す姿 ●いつでも安全で快適に道路を利用することができる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1
通学路の計画路線における新規歩道整備延

長（道路河川課） 
1,050m 

（平成26年度） 
1,350m 

2
身近な生活道路の状況が良くなったと感じ

ている市民の割合（市民アンケート）
15.5％ 

（平成26年度）
20％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市の市道の延長は約 443ｋｍで、このうち幅員 4ｍ以上の道路が約 302ｋｍ、舗装率は

93.2％、幅員 4ｍ未満の道路が約 141ｋｍ、舗装率は 49.3％となっています。 

●本市では、歩行者にやさしい道づくりの観点から、学校周辺を中心に歩道整備を行っています。 

●生活道路は、日常生活に密着した道路ですが、近年、幹線道路における交通量が増加し、生活

道路への車両の進入が見られます。 

●近年、異常気象などの原因により

ゲリラ豪雨が多く発生しているほか、さまざまな道路・交

通環境への要求が増加しており、必要な対応に努めています。 

【課題】 

●生活道路については、歩行者のニーズに合ったより質の高い歩行空間の形成を図っていくこと

が求められています。その際、

アセットマネジメントを考慮した計画的な道路の整備・改善

を進めていくことが必要です。 

●幹線道路の抜け道として使われている箇所については、幅員確保及び道路施設の充実を図るこ

とによって、車両流入による危険性を回避することが求められています。 

●生活道路は、住宅地へのアクセス機能だけでなく、災害時の避難路や緊急車両の進入路として

の役割を担っているため、特に狭あい道路においては、近隣にお住まいの方の理解及び協力を

得ながら、早期に整備することが求められています。 


ゲリラ豪雨：限られた場所で、短時間に突発的に発生する猛烈な集中豪雨のこと。


アセットマネジメント：道路管理において、橋梁、トンネル、舗装などを道路資産ととらえ、その損傷・劣化

等を将来にわたり把握することにより最も費用対効果の高い維持管理を行う概念のこと。



83

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5051 安心して歩ける歩道・自歩道の整備

幹線道路において、歩行者・自転車と車両の分離による安全確保や災害時の避難路の確

保のために必要な路線について、歩道・自歩道の設置、交差点改良、安全施設などの整備・

改善を推進します。 

また、道路橋の長寿命化計画に基づき、維持管理を実施します。 

【主な取組】 

■歩道・自歩道の整備（安心安全課、道路河川課） 

■道路橋の修繕（道路河川課） 

5052 生活道路の整備 

歩行者にとって危険性が高く、緊急車両の進入が困難な地区においては、生活道路の拡

幅・整備を行います。道路後退用地報償金制度を活用し、４ｍ未満の生活道路は幅員４m

への拡幅を推進します。また、

土地区画整理事業施行地区から除外された地区について

は、境界確認や現況測量を基に道路整備を進めます。 

東日本大震災の影響により変位が生じた基準点は、高精度の世界測地系に基準点を移行

し、新たに公共基準点を設置し、道路台帳整備を行うことにより、適正な道路用地の管理

や道路施設の管理を進めます。 

路面性状調査結果に基づき計画的に市道の舗装修繕を進めます。また、道路橋の長寿命

化修繕計画を基に、計画的に橋梁修繕を行い適切な維持管理を推進します。 

【主な取組】 

■道路の新設・拡幅改良・維持補修（道路河川課）〔再掲〕  

■公共基準点の整備（道路河川課） 

5053 私道の整備 

「桶川市コミュニティ推進事業補助金」や「桶川市狭あい道路改善事業制度」などによ

り、狭あいな私有道路の拡幅や私道整備の促進を図ります。 

【主な取組】 

■私道整備に対する支援（自治文化課、建築課） 


自歩道：自転車歩行者道の略語。道路法令道路構造令で定められており、自転車の交通を前提とした幅の広い

歩道のこと。

土地区画整理事業施行地区：p.69参照。

施策505 生活道路の整備・改善

5051 安心して歩ける歩道・自歩道の整備

5052 生活道路の整備 

5053 私道の整備 
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施策506 憩いの自然空間の保全と活用 

 施策の目的 

対 象 樹林地・雑木林、耕作地（田畑、河川、水路）

目指す姿 
●保全・再生され、身近に触れあう機会がある

●活用されることによって、日常生活に潤いを与えている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 市民緑地等の契約面積（環境課） 21,674m2 

（平成26年度）
50,000m2

2
緑化ボランティア人数（保険加入者数） 

（環境課）
77名 

（平成26年度） 
100名 

3 保存樹木の指定数（環境課） 70本 
（平成26年度）

80本 

4
みどりの豊かさなどの自然環境に満足して

いる市民の割合（市民アンケート）
35.5％ 

（平成26年度） 
40％ 

5
川などの水辺と親しめる環境に満足してい

る市民の割合（市民アンケート）
13.7％ 

（平成26年度） 
15％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 14 年に制定された「

自然再生推進法」、平成 20 年の「生物多様性基本法」の成立及び

「生物多様性保全県戦略」の策定などに見られるように、『緑の保全・創出』の重要性が高ま

っています。 

●荒川近郊緑地保全区域は、おおむね太郎右衛門橋の下流側から定められています。同区域内の

旧流路を中心とする『太郎右衛門自然再生地』においては、行政、住民などによる協議会が自

然再生事業を行っています。また、江川については、洪水被害の頻発、河川環境の悪化などの

問題が生じています。さらに、下流域については、サクラソウをはじめとした多くの湿地性動

植物が生息・生育し豊かな自然環境が残っている一方、湿地の乾燥化といった問題が生じてい

ます。 

●県では、「ぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想」を平成 23 年３月に策定し、県内の「み

どころスポット」を繋ぎ合わせた 100 のルートを設定しました。市内にも３ルートあり、案

内表示板等を設置しています。 

●本市の「緑のまちづくり基本計画」は、住民との協働という観点から『まちづくり』を意識し

た計画として策定されました。策定時に行った市民アンケートでは、親水性の確保や生き物の

保全が望まれています。 

【課題】 

●近年、健康志向が高まり、サイクリングなどが手軽なスポーツとして楽しまれています。サイ


自然再生推進法：自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、

あわせて地球環境の保全に寄与することを目的としたもので平成 15年より施行されている。
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クリングロードの沿道草刈など維持管理に関する要望も増加しています。また、サイクリング

ロードの整備については、広域的な連携を図りながら取り組むことが必要です。 

●今後は、「緑のまちづくり基本計画」の普及、啓発及び推進に努めながら、荒川や江川の流域

における環境の保全や、河川改修の取組を計画的に進めていくことが求められています。 

●江川流域においては、自然環境保全の取組を計画的に進めていくことが求められています。 

●江川下流域については、「江川流域づくり推進行政会議」や「江川流域づくり支援会議」が組

織され、現況地盤を活用する河川改修方法などが示されました。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5061 緑のまちづくり基本計画の推進 

「緑のまちづくり基本計画」の普及・啓発に取り組みます。また、実施計画を作成する

とともに、計画の見直しを定期的に行いながら事業を推進していきます。 

サイクリングロードについては、適正な維持管理を実施するとともに、関係市町との連

携を図りながら、広域的な整備を推進していきます。 

【主な取組】 

■市民緑地の拡充（環境課） 

■緑化ボランティアの育成（環境課）    

■緑化重点地区の整備（環境課） 

■サイクリングロードの適正な維持管理及び整備の推進（道路河川課） 

5062 生態系の保全・再生 

保存樹木の指定、外来生物の駆除、在来種を使用した緑化の推進、貴重種の保存などを

行いながら、生態系の保全・再生に努めます。 

【主な取組】 

■保存樹木等の指定（環境課） 

■外来生物の駆除（環境課）      

5063 河川風景の保全・再生 

荒川近郊緑地保全区域における自然再生事業については、荒川太郎右衛門地区自然再生

協議会による実施計画に基づく事業を実施していきます。 

江川下流域については、周辺の治水対策及び環境を守るため、河川風景の保全に努め、

整備していきます。 

また、赤堀川については、桜堤の保全を図ります。 

【主な取組】 

■荒川太郎右衛門地区の自然再生実施計画に基づく活動の推進（環境課） 

■江川流域の河川風景の保全（道路河川課、環境課） 

施策506 憩いの自然空間の保全

と活用 
5062 生態系の保全・再生 

5061 緑のまちづくり基本計画の推進 

5063 河川風景の保全・再生 
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施策507 みどり空間の創出 

 施策の目的 

対 象 まちなかのみどり、公園など

目指す姿 
●市民活動などによって守られ、育まれている

●市民の憩いの場になるとともに、防災拠点としての機能も備えている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１
人口１人当たりの


都市公園面積 

（都市計画課）
2.75m2

（平成26年度） 
2.82m2

2
桶川市ハート＆ハンド道路サポート制度登

録者数（道路河川課）
74人 

（平成26年度） 
180人 

3
子どもの遊び場や公園などに満足している

市民の割合（市民アンケート）
12.5％ 

（平成26年度） 
15％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●県では、平成 17 年に「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」を施行し、3,000 ㎡以上の敷

地における建築行為について「緑化計画届出制度」を義務づけています。本市においても、こ

れに準ずるとともに、3,000 ㎡以下の開発行為について「桶川市開発行為に関する指導要綱」、

「緑地指導基準｣を設けて指導を行っています。 

●市域の都市公園面積は、県の平均 6.82 ㎡/人に対して、本市の現状は 2.75 ㎡/人となってい

ます。 

●植樹帯の草刈・花植などを地区住民及び企業が、市と協働して行う桶川市ハート＆ハンド道路

サポート制度を平成 21 年 2 月 1 日から実施しており、平成 27 年 9 月 1 日現在７団体（１

４６名）が登録されています。 

【課題】 

●より多くの市民に公園を利用してもらうため、公園の整備面積を増やしていくとともに、安全

性の向上や市民ニーズに対応した既設公園施設の維持・保全及び改善に取り組むことが求めら

れています。 

●桶川市ハート＆ハンド道路サポート制度については、広報紙などにより周知を図り、協力団体

を増やしていくことが課題です。 


都市公園：p.47参照。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5071 市民の緑化意識の向上 

樹林などの維持管理などを地域住民が主体となって行っていくために、市民に対する啓

発活動に引き続き取り組みます。また、生涯学習による講座や、多様なＰＲ手段を活用し、

緑化ボランティアなどを含めた参加の機会を増やし、緑化意識の向上を図ります。 

【主な取組】 

■市民への啓発活動の推進（環境課）   

■緑化ボランティアの育成（環境課）〔再掲〕 

■緑化講習会、緑化相談、出前講座などの実施（環境課） 

5072 公園等の整備・維持管理 

公園施設長寿命化計画に基づき、適切な維持・管理を推進します。 

既存の公園については、施設の改善や修繕を行い、園内の

バリアフリー化も実施して

いきます。また、市民ニーズを踏まえて城山公園の整備を進めます。 

土地区画整理事業施行地区内の公園は、事業の進捗に合わせて整備します。 

児童遊園地については、管理のあり方や手法の見直しを行います。 

【主な取組】 

■公園施設長寿命化計画の推進（都市計画課）  

■公園の改善及び修繕（都市計画課） 

■城山公園の再整備の推進（都市計画課）  

■土地区画整理事業施行地区内の公園整備の推進（都市計画課） 

5073 植樹帯の整備・維持管理 

都市計画道路を中心とした街路樹などは、生育環境に配慮し、路線ごとに統一性を持っ

て植栽します。 

また、植樹帯の草刈・花植などを地区住民及び企業が市と協働して行う桶川市ハート＆

ハンド道路サポート制度が地域で普及されるように働きかけるとともに、適切な維持管理

により、道路環境の向上を図ります。 

【主な取組】 

■桶川市ハート＆ハンド道路サポート制度の推進（道路河川課） 


バリアフリー：p.21参照。


土地区画整理事業施行地区：p.69参照。

施策507 みどり空間の創出 

5073 植樹帯の整備・維持管理 

5072 公園等の整備・維持管理 

5071 市民の緑化意識の向上 
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施策508 治水対策の推進 

 施策の目的 

対 象 市全域

目指す姿 ●冠水などによる被害から守られている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 市道冠水路線数（道路河川課）
25路線 

（平成24年度～平成26

年度平均） 

1８路線 

２ 地区単位での水路台帳整備数（道路河川課） 1地区 
（平成26年度）

3地区 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市の東には元荒川、西には荒川が流れ、貴重な緑の空間が広がっており、中小河川の源流地

があります。 

●近年、農地の宅地化や道路整備など都市化に伴い、コンクリートに覆われた面積が増大したこ

とにより雨水浸透量が減少しています。また、土地利用の変化により、保水遊水機能を持つ土

地が減少しつつあります。一方、地球温暖化等の影響により、最大日降水量、

ゲリラ豪雨の

回数が増大し、豪雨災害などの災害リスクが高まっています。 

●江川改修事業においては、下流域の現況地盤活用案を基本として、江川全体の約 5.2ｋｍを対

象に技術的な検証を行っています。 

●石川川においては、民間のメガソーラー事業により、一部改修事業が実施されています。 

【課題】 

●住宅地などの浸水や畑地の冠水を防止し、治水機能と親水機能の向上を図るため、治水計画を

基に、河川・水路の改修、雨水貯留及び浸透施設の配置などの各種治水対策の充実が求められ

ています。 

●特に江川については、下流域だけでなく、江川流域での早期の河川改修や治水対策が必要です。 


ゲリラ豪雨：p.82参照。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

5081 河川・水路の改修及び維持管理 

水路の円滑な維持管理を図るため、既成市街地を中心に水路台帳の整備を図ります。ま

た、治水効果を発揮できるような、水路用地の買収・付替え・交換などを検討することに

より、改修の早期実現を図るとともに、水路の維持管理に努めます。 

【主な取組】 

■治水計画の策定（道路河川課）      

■河川改修事業の推進（道路河川課） 

■水路の適切な維持管理（道路河川課） 

5082 雨水貯留浸透施設の維持管理 

雨水の流出による住宅地への浸水被害を軽減するため、公共施設・道路などを活用した

雨水貯留浸透施設の設置や一定規模の開発において、雨水の流出抑制を指導していきます。 

【主な取組】 

■調整池の整備（道路河川課）      

■開発行為に伴う雨水抑制指導（道路河川課） 

施策508 治水対策の推進 

5082 雨水貯留浸透施設の維持管理 

5081 河川・水路の改修及び維持管理 
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施策の大綱６ 

にぎわいと活力ある桶川をつくる 

【産業】 



91

施策601 農業の振興 

 施策の目的 

対 象 農業者、消費者

目指す姿 

●効率的で安定的な経営を行っている

●安定した生産基盤が整っている

●安心・安全な食べものを手に入れることができる

●地産の農畜産物を積極的に購入している

●農業を理解し、親しんでいる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 
認定農業者数（農政課）

49人 
（平成26年度） 

60人 

２ 
荒廃農地の面積（農業委員会）

59ha 
（平成26年度）

30ha 

３ 農産物直売所数（農政課） 3か所 
（平成26年度）

4か所 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●わが国の農業は、生産額の減少、農業所得の低下、農業従事者の高齢化、荒廃農地の増加など

厳しい状況にあります。一方で、農産物については、食の品質や安心・安全に対する消費者ニ

ーズが高いことや食料自給率を 45％に高める国の目標が定められるなど、関心が高まってい

ます。 

●国は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、平成 25 年に「農地中間管理事業

の推進に関する法律」を制定し、農地利用の集積集約化を行う農地中間管理機構（農地集積バ

ンク）を都道府県に創設するとともに、機構の設立にあわせ、遊休農地解消措置の改善、青年

等の就農促進策の強化、農業法人に対する投資の円滑化などの対策を講じています。 

●本市の農家数、農業就業人口、耕作面積、農業生産額は年々減少しており、農業従事者の高齢

化や農業後継者の不足、荒廃農地の増加などは深刻な問題となっています。 

●本市では、農業生産拡大のための農業基盤の整備や認定農業者などの担い手の育成・確保の推

進に努めてきました。 

【課題】 

●農業経営の安定と基盤強化を図るため、計画的に農業従事者の育成や更なる農地の集約化など

の支援を進める必要があります。 


認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき効率的かつ安定した農業経営体を目指すため、桶川市農業経営

基盤の強化に関する基本的な構想に基づき、経営改善のための計画書を市に提出し、認定を受けた農業者のこ

と。

荒廃農地：p.71参照。
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●農産物直売所設置などにより地場農産物の普及に取り組んできましたが、更なる拡大が課題で

す。 

●本市の農業が、活力ある産業として維持されるためには、地産地消を柱としながら、交通の利

便性を生かした新たな販売ルートを確立していく必要があります。また、そのためには農業者

のみならず、食品加工業者、小売業者など、農・工・商の連携が必要です。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

6011 経営強化の促進 

今後、消費者ニーズの多様化が予想される中、生産拡大と流通経路の拡充強化を図るた

め、インターネット販売による直販、庭先販売や新たな民間流通販売などの多様な販売ル

ートの開拓支援に努めます。 

また、環境や健康に対する消費者ニーズの高まりに対応し、減農薬・有機栽培など、人

と環境にやさしい農業への取組を促進します。 

さらに、農業生産法人などの組織化を促進するとともに、認定農業者制度などを活用し、

農業近代化に対する支援や若い農業後継者の育成を推進します。 

【主な取組】 

■農地利用集積円滑化事業等による経営規模の拡大（農政課） 

■減農薬・有機野菜栽培など消費ニーズに沿った生産体制への転換（農政課） 

■農業者や団体の育成（農政課）  

6012 田園風景の保全・再生 

荒廃農地に対する施策を推進します。 

べに花畑の拡大や特色のある花
か

き・園芸植物の普及、田園風景の再生やガーデニングに

よる地域づくりに取り組みます。 

水質汚濁、土壌汚染及び農業用廃プラスチック類の処理などの問題に取り組み、環境へ

の負荷を及ぼさない農業を促進します。 

【主な取組】 

■荒廃農地対策の推進（農業委員会、農政課）〔再掲〕 

■景観形成作物の作付拡大（農政課） 

施策601 農業の振興 
6013 農業を身近に感じられる機会の充実 

6011 経営強化の促進 

6014 農・工・商連携による産業振興 

6012 田園風景の保全・再生 
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6013 農業を身近に感じられる機会の充実 

日常生活において農業を身近に感じられるためには、情報発信や多様な機会が必要なこ

とから、

学校ファームの普及と食育、園芸への理解を深めることを促進するとともに、

農業を学ぶ機会や農業関連イベントの開催、市民農園、農産物直売所を充実させます。 

さらに、農業活動に対する市民の理解を促進し、農あるまちづくりを推進します。 

【主な取組】 

■農産物直売所の充実（農政課） 

■体験農園の普及（農政課） 

■学校給食等を通じた地産地消の推進（農政課）  

6014 農・工・商連携による産業振興 

農業者及び畜産農家が、果樹や乳製品などの加工（第２次産業）や販売（第３次産業）

に主体的に取り組むとともに、加工・販売部門の事業者が農業に参入する機会を設けるこ

とによって、地域ビジネスの展開や新産業の創出に取り組む

６次産業化を推進します。 

各種産業の連携により、ブランド化を目指した産業振興を総括的に進めるため、農業振

興のための総合的計画を策定します。 

【主な取組】 

■農産物・物産直売所を含む「道の駅」の設置（道の駅推進課）〔再掲〕 

■農産物活用によるブランドの開発支援（農政課） 

■関係者間の交流会の開催（農政課） 

■（仮称）農業振興マスタープランの策定（農政課）〔再掲〕 

■農業振興地域土地利用計画の見直し（農政課） 


学校ファーム：学校単位に農園を設置し、心身共に発育段階にある児童・生徒が農業体験活動を通じて、生命

や自然、環境や食物などに対する理解を深めるとともに、情操や生きる力を身に付けることをねらいとした取

組のこと。

６次産業化：農林水産物の生産をベースとした食品加工、販売、流通サービスの提供などへの事業展開のこと。
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施策602 工業の振興 

 施策の目的 

対 象 企業、起業家

目指す姿 
●事業活動の維持・発展に必要な経営基盤を確保・確立している

●企業が進出しやすい環境が整っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

１ 工場数（産業観光課） 91か所 
（平成25年） 

95か所 
（平成32年）

２ 製造品出荷額等（産業観光課） 1,169億円 
（平成25年） 

1,220億円 
（平成32年）

３
誘致企業の立地件数 

（産業観光課、都市計画課）
0件 

（平成26年度）
２件 

4 工業系用地面積（都市計画課） 121.8ha 
（平成26年度）

135.8ha 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●工業の振興は、雇用機会の確保や市の財源確保につながり、地域活力をもたらします。日本の

世界市場に占めるシェアは縮小傾向にありますが、製造業は環境負荷の少ない新製品の開発・

生産に挑戦するなど新たな可能性が期待されています。 

●本市の工業は、平成25年度現在、工場数が91か所、従業員数が4,115人、製造品出荷額等が

約1,169億円となっています。工場数や従業員数は年々減少傾向にあり、製造品出荷額等は近

年横ばいとなっています。製造品の業種を見ると、食料品や金属製品などの占める割合が高く

なっています。 

●市内には、桶川東部工業団地を中心に企業が立地していますが、市民アンケートの結果による

と、工業用地の望ましいあり方として『住宅と工場が混在している地域を解消するため、市内

中小企業用の工業用地の造成を推進する』と回答した人が最も多くなっています。 

【課題】 

●市内に２つ目のインターチェンジができたことから、交通の利便性を生かした企業立地の適切

な誘導と既存産業の振興が課題です。特に桶川加納インターチェンジ周辺は開発可能性が高い

ため、計画的な土地利用のための規制・誘導が必要です。 

●中小企業の経営と振興を図るため、経営指導や融資制度などの支援とともに、活力を生み出す

新たな企業誘致が求められています。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

6021 経営の支援と円滑な企業活動の促進 

企業の販路開拓や技術力の向上を支援することにより、体質強化と経営能力の向上を図

ります。また、中小企業者の経営安定などを図るため、従来の融資制度を充実させます。 

加えて、急速な技術革新や高度情報化など環境変化に対応できるよう、既存企業が競争

力を高めるための支援を行うとともに、工業団体などの関係機関と連携を促進します。 

さらに、企業が新たな技術応用・商品開発など起業活動を支援するための情報提供、相

談、支援体制の充実を図ります。 

【主な取組】 

■中小企業融資制度の充実（産業観光課）   

■経営診断事業の実施（産業観光課） 

■経営に係る情報提供の強化（産業観光課） 

6022 新たな工業用地の確保と企業誘致の推進 

交通利便性を生かした製造、流通、加工業などの企業立地を推進し、本市への進出企業

や既存事業所の事業所拡大の受け皿として、工業用地の確保を図ります。 

特に、桶川加納インターチェンジ周辺については、県の「

田園都市産業ゾーン基本方

針」に即した、周辺の田園環境と調和した工業系土地利用を進めます。 

【主な取組】 

■企業誘致の推進（産業観光課、都市計画課） 

■企業誘致のための相談体制の確立（産業観光課） 

■桶川北本インターチェンジ周辺土地利用計画の策定（都市計画課） 

■桶川加納インターチェンジ周辺の開発整備（都市計画課） 


田園都市産業ゾーン基本方針：p.77参照。

施策602 工業の振興 

6021 経営の支援と円滑な企業活動の促進

6022 新たな工業用地の確保と企業誘致
の推進 
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施策603 商業の振興 

 施策の目的 

対 象 商業者、消費者、起業家

目指す姿 
●適切な経営支援を受けることによって、消費者のニーズに合った商業活動

を行っている

●市内で多様な買い物サービスが提供され、買い物客で賑わっている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 小売業商店数（産業観光課） 342店舗 
（平成24年度） 

345店舗 

２ 小売業年間商品販売額（産業観光課） 436億円 
（平成24年度） 

440億円 

３ 商店会会員数（産業観光課） 167名 
（平成26年度） 

170名 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●平成 18 年に

まちづくり三法が改正され、中心市街地における都市機能の増進を図ることと

なりました。 

●本市の平成 24 年の小売業年間商品販売額は 436 億円で、平成 9 年をピークに減少傾向にあ

ります。 

●平成 26 年に日出谷地区に大型商業施設がオープンし、平成 27 年には駅西口の大型商業施設

がリニューアルしたことなどから、市内の商業の活性化や、市内購買力の向上が期待されてい

ます。 

【課題】 

●市民アンケート結果によると、これから市政において特に力を入れるべき項目として最も多か

った回答が、『桶川駅周辺の中心市街地の活性化』であり、魅力的な『まちの再生』が求めら

れています。 

●魅力ある商業地を形成するため、桶川駅を中心とする都市拠点においては、桶川駅東口駅前広

場などの基盤整備とあわせて総合的な中心市街地活性化に取り組むことが必要です。 


まちづくり三法：「都市計画法」「中心市街地活性化法」「大規模小売店舗立地法」の総称。



97

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

6031 意欲ある事業者への支援 

商業の振興を図るため、各種商業団体と連携するとともに、これらの団体の活動を支援

します。また、中小企業者の経営安定を図るため、融資制度の充実などに取り組みます。

さらに、商業環境や立地の変化に対応した営業活動を支援する制度を充実します。 

【主な取組】 

■中小企業融資制度の充実（産業観光課）〔再掲〕   

■経営診断事業の実施（産業観光課）〔再掲〕 

■空き店舗対策等商店街の環境整備（産業観光課） 

6032 魅力ある商業地の形成 

桶川駅東口周辺地域については、桶川駅東口駅前広場、駅東口通り線などの基盤整備を

進め、商業・サービス業及び新たな住宅の集積を図り、西口の形態とは異なる、個店の魅

力を打ち出す商業地を形成します。特に中山道沿道については、まち並みの再生など歴史

文化を生かした魅力づくりに取り組み、さらに桶川駅西口との回遊性を高めることによっ

て、中心市街地としての活性化に努めます。 

【主な取組】 

■桶川駅東口駅前広場及び駅東口通り線の整備推進 

      （街路・大規模道路推進課、駅東口整備推進課）〔再掲〕 

■中心市街地活性化基本計画の見直し及び推進（産業観光課、都市計画課）〔再掲〕 

6032 魅力ある商業地の形成 

施策 603 商業の振興 

6031 意欲ある事業者への支援 
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施策604 観光の振興 

 施策の目的 

対 象 市内の観光地、市内外の人

目指す姿 

●地域資源を発掘・活用することによって、多くの人が訪れ、楽しむ事がで

きる

●観光情報が市内外に発信されることによって、多くの人の関心が集まって

いる

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

1 観光入込客数（祭りなど）（産業観光課） 53.8 万

人回 

（平成26年度）
56.4 万人回 

2 べに花ふるさと館来場者数（自治文化課） 99,770人 
（平成26年度） 

150,000人 

３ ガイドボランティア数（産業観光課） 25人 
（平成26年度）

28人 

4 フィルムコミッション数（産業観光課） 2件 
（平成26年度）

5件 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国は、平成 19 年に「観光立国推進基本法」を施行、平成 20 年には観光庁が発足し、観光を

日本の重要な政策の柱として明確に位置づけています。 

●県は、平成 22 年に「埼玉『超（ちょ～）』観光立県宣言」の中でキャラクターを全自治体で

つくるなどして日本一の日帰り観光県を目指すと宣言しました。県のご当地キャラクターには

「ゆる玉応援団」と名付け、平成 28 年 1 月現在、本市のマスコットキャラクター「オケちゃ

ん」を含め 115 のキャラクターが在籍しています。 

●本市では、べに花ふるさと館を整備し、イベントなどを開催していますが、来客数は平成 14

年度以降、伸び悩む状況にあります。なお、市民アンケート結果によると、観光振興のために

市が特に取り組むべきは、『中山道桶川宿のまち並み・景観づくりの推進』と回答した人が最

も多く、既存の地域資源を生かして魅力ある観光資源を育てていくことが求められています。 

【課題】 

●観光客の誘導による地域活性化を図るためには、地域資源の掘り起こしを行うとともに、観光

まちづくり拠点を中心に、農・工・商との連携を図ることによって、本市独自の取組を行うこ

とが課題となっています。 


人回：特定地域内の観光地点を訪れた観光入込客をカウントした値で、例えば、１人の観光入込客がその地域

内の複数の観光地点を訪れたとしても、１人回と数える。
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

6041 魅力ある観光地づくり 

観光まちづくり拠点として位置づけている中山道沿道、べに花ふるさと館などを中心に、

地域で伝承されている芸能、文化、イベントや既存の地域資源を保存・有効活用すること

によって、魅力ある観光まちづくりを推進します。 

地域の特性を生かした新たな観光資源を発掘・活用することにより、観光エリアの拡大

を図り、

体験型・目的型観光を推進し、リピーターを増やします。地域の特産品などを

販売する『道の駅』は新たな観光エリアの中心的な役割に位置づけられます。 

旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場については、歴史的・文化的価値が高いことから、建造

物の保存整備及び周辺整備を進めます。 

また、気軽に参加できるウォークイベントの充実を図ることによって、本市のＰＲを行

うとともに、市内外の人々が交流できる機会の提供を支援します。 

【主な取組】 

■観光資源の発掘活用（産業観光課） 

■農産物・物産直売所を含む「道の駅」の設置（道の駅推進課）〔再掲〕 

■特産品の推奨・販売促進（産業観光課） 

■旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の整備（自治文化課）〔再掲〕 

6042 観光推進体制の充実 

観光事業の中心となる桶川市観光協会を中心とした観光推進体制の強化を図り、ガイド

ボランティアなど観光を支える人材の育成に取り組みます。 

周辺各地からの観光客の増加を図るため、パンフレットの作成などによる各種イベント

のＰＲや

フィルムコミッション事業による本市のＰＲなど、さまざまな媒体を通じた観

光情報の発信を推進します。 

【主な取組】 

■ガイドボランティア育成支援など観光推進体制の充実（産業観光課）   

■フィルムコミッション事業の推進（産業観光課）  

■マスコットキャラクターなどを利用した観光宣伝（産業観光課） 


体験型・目的型：その場所で行う、又は提供される「行為」を目的とする観光形態のこと。それに対して、「訪

れる」ことを目的としたものを周遊型観光という。

フィルムコミッション事業：映画などの撮影場所誘致や撮影支援をすることにより、地域活性化、文化振興、

観光振興を目的とした事業のこと。

施策604 観光の振興 

6041 魅力ある観光地づくり 

6042 観光推進体制の充実 
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施策605 就労支援と勤労者福利厚生の充実 

 施策の目的 

対 象 働く意欲のある人、勤労者

目指す姿 
●就労に関する情報提供や相談を受ける体制が整っている

●健康で安心して働ける体制が整っている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指 標 現状値 目標値 

１ 市内就業者数（産業観光課） 35,844人 
（平成22年度） 

37,000人 

２ 就職相談開催回数（産業観光課） 2回 
（平成26年度） 

4 回 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国は、平成 19 年に「仕事と生活の調和（

ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」を策定しました。企業間競争の激化、産業構造の変化など

により、派遣労働者など正社員以外の労働者が増えている中、「就労による経済的自立が可能

な社会」、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」、「多様な働き方・生き方が選択

できる社会」を目指し、企業と働く者、国民、国、地方公共団体といった関係者が果たすべき

役割を定めています。 

●国内の景気の動向については、平成 20 年の米国発の金融危機、平成 22 年の欧州債務危機、

平成 23 年の東日本大震災などの影響を受けて、消費の減少、企業の倒産、雇用の削減など厳

しい状況が続いていましたが、国の経済政策などにより、現在は上向きつつあります。 

●雇用をめぐる環境としては、景気の影響を受け平成 21 年 7 月には国の完全失業率が 5.5％ま

で悪化しましたが、その後は回復し、平成 26 年現在 3.6％の水準にあります。 

●県内の完全失業率は、平成 26 年平均で 3.5％であり、全国平均を下回っており、対前年比較

では 0.6％低下しています。 

【課題】 

●若者、高年齢者、障害のある人、ひとり親家庭などをはじめとして、個別事情を配慮した就労

支援を目的として、本市では、求職者を対象としたハローワーク大宮、桶川市社会福祉協議会、

市役所関係課が連携し、相談会を開催しています。 

●平成 19 年「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が策定され、仕事上の責

任を果たす一方、健康で豊かな生活の実現が課題となっています。このことから、主に勤労者


ワーク・ライフ・バランス：p.11参照。
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を対象にした福祉施設の有効活用を図り、教養文化活動の契機となる環境づくりを支援する必

要があります。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

6051 就労支援の充実 

上尾・桶川・伊奈地域雇用対策協議会による若者就労体験や講座などを通じて、人材養

成・職業能力の向上を支援するとともに、ハローワーク大宮などの労働関係機関との連携

を図ることにより、就労支援環境の充実と雇用の拡大に努めます。 

 また、就業に関する相談会を増設するとともに、高齢者や障害のある人の雇用機会を

増やすため、研修機会の充実や各雇用促進団体の実施する各種施策の情報を提供するなど

の支援を行います。 

【主な取組】 

■職業能力開発のための研修の実施（産業観光課）  

■インターンシップの促進（産業観光課）   

■求職活動における支援（産業観光課） 

6052 勤労者福利厚生の充実 

中高年や青少年の勤労者を支援するため、ワーク・ライフ・バランスの推進を企業に働

きかけていくとともに、主に勤労者を対象にした福祉施設の活用促進を図ります。 

【主な取組】 

■勤労者福祉施設の活用の増進（産業観光課） 

■勤労者住宅資金貸付制度の利便性の向上（産業観光課）   

■桶川市技能功労者表彰制度の推進（産業観光課） 

施策605 就労支援と 

勤労者福利厚生の充実

6051 就労支援の充実 

6052 勤労者福利厚生の充実 



施策の大綱７ 

計画的で将来を見据
み す

えた桶川をつくる 

【行財政運営】 
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施策701 計画行政の推進 

 施策の目的 

対 象 行政、職員

目指す姿 
●計画に基づき的確に推進されている

●効果的・効率的な組織を構築している

●質の高い行政サービスを提供している

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

1
総合振興計画（後期基本計画）の取組実施件

数の割合（企画課）
－ 100％ 

2 職員１人当たりの市民の数（総務課） 173人 
（平成26年度）

169人 

3 職員研修延べ参加者数（総務課） 418人 
（平成26年度）

450人 

4
窓口・電話口での職員対応に不満である市民

の割合（市民アンケート）
10.8％ 

（平成26年度） 
７％ 

5
住民票等、各種証明書発行サービスの利便性

に不満である市民の割合（市民アンケート）
8.5％ 

（平成26年度） 
６％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●地方分権の進展に伴う自己決定権の拡大は、同時に自己責任の増大も意味するため、行政運営

の透明性やコスト意識の向上などに即した構造改革が、これまで以上に求められます。 

●国は、人口減少に歯止めをかけ、2060 年に１億人程度の人口を確保するため、人口減少克服

と地方創生をあわせて行う「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成２６年度に策定しまし

た。これを受けて、本市でも、平成２７年度に「桶川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

定め、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「新しい人の流れをつくる」、「安

定した雇用を創出する」ことを目指し、重点的に取り組むべき施策・事業を位置づけています。 

●本市では、県から市町村への一層の分権を進めるために策定された「埼玉県分権推進計画」（平

成 11 年）、「埼玉県権限移譲方針」（平成 16 年）、「第二次埼玉県権限移譲方針」（平成 19 年）、

「第三次埼玉県権限移譲方針（平成 22 年）、「第四次埼玉県権限移譲方針」（平成 25 年）に

基づき、権限移譲の推進を図り、行政サービスの向上に努めています。 

●行政評価などの経営手法の導入、NPO やボランティアをはじめとする市民との協働など、自

治体独自の施策の展開に向けた新たな取組が全国的に進められています。 

●地方分権の流れに対応した効率的な事務処理を推進していくため、不断の行財政改革に取り組

み、時代に適合した効果的・効率的な行政運営、市民サービスの向上に努めています。 

●本市では、「定員適正化計画」に沿って必要な人員を適正に配置する定員管理を行ってきまし
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たが、複雑化する行政課題への対応や行政サービスの維持・向上のため、職員が増加傾向とな

っており、研修等による職員の資質向上が求められています。 

●平成 27 年 3 月に「桶川市公共施設配置基本計画」及び「桶川市公共施設維持保全基本方針」

を策定し、「歩いて暮らせるまちづくり」を推進していくための公共施設の適正配置や、市民

ニーズに即した提供サービスのあり方をまとめました。 

【課題】 

●多様化する市民ニーズをはじめ、少子高齢化、情報化、国際化などを背景に複雑化する行政課

題に的確に対応できる柔軟な行政運営体制を確立することが求められています。 

●限られた財源の中、低コストで質の高いサービスの提供が求められており、従来の公共サービ

スの枠組みを越えて、新たな公共の担い手による行政サービスを提供していく必要があります。 

●新市庁舎には、防災・災害復旧の拠点としての機能が必要となります。また、市民に分かりや

すい窓口の配置を構築するとともに、迷わない空間が求められています。 

●職員一人ひとりが、市民の目線に立って業務の改善を図るとともに、迅速かつ的確に行政課題

等に対応することが求められています。 

●今後は、公共施設だけでなく、道路や下水道施設などのインフラ施設を含めた本市の資産につ

いて、中長期的な視点で適正に管理するための「公共施設等総合管理計画」の策定が求められ

ています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

7011 計画的な行政運営の推進 

「桶川市第五次総合振興計画」をはじめ、本市の諸施策の実施にあたっては、

進行管

理に努め、計画的かつ効率的な行政運営を行います。 

【主な取組】 

■総合振興計画（後期基本計画）の推進（企画課） 

■行財政改革の推進（企画課） 

■桶川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進（企画課） 

■桶川市公共施設等総合管理計画の策定及び推進（企画課） 


進行管理：p.70参照。

7012 効率的な組織運営の推進 

7011 計画的な行政運営の推進 

7014 利用しやすい市役所づくり 

7013 新たな公共の推進 

施策 701 計画行政の推進 
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7012 効率的な組織運営の推進 

限られた財源・人員を効果的に活用するため、行政組織のスリム化、効率化を行うとと

もに、「桶川市人材育成基本方針」（平成 15 年）の見直しにより、職員研修の充実を図り、

行政課題に的確に対応できる人材を育成します。 

効果的・効率的に事務事業を遂行するため、事務の見直しを行い、計画的に必要な人員

を適正に配置する新たな定員管理計画の策定による定員管理に努めます。 

【主な取組】 

■職員の適正配置の推進（総務課） 

■人事研修の充実（総務課） 

■入札制度の見直し（契約管財課） 

7013 新たな公共の推進 

市民ニーズの多様化に対応した行政サービスを提供するためには、行政と民間や NPO、

市民との役割分担の見直しを行うとともに、協働のまちづくり、行政サービスの外部への

委託を図る必要があります。 

そのため、指定管理者制度の充実や、民間活力の積極的な導入を図り、公共施設の整備・

管理運営の効率化及び行政サービスの向上に努めます。 

【主な取組】 

■外部委託の推進（全庁）     

■民間活力の導入（全庁） 

7014 利用しやすい市役所づくり 

身近で利用しやすい市役所を目指して、窓口対応に対する市民の満足度の向上のため、

職員の対応力向上や体制づくりを図るとともに、行政サービスの電子化を推進します。 

だれもが気軽に利用することができ、かつ、災害時には災害対策本部の機能を有する新

市庁舎建設を行います。 

【主な取組】 

■窓口サービスの充実（総務課、企画課、全庁） 

■新市庁舎建設の推進（新庁舎建設推進課） 
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施策702 経営的な視点からの財政運営 

 施策の目的 

対 象 財政

目指す姿 ●計画に沿って、持続可能な財政運営が行われている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

１ 実質公債費比率（財政課） 4.8％ 
（平成26年度） 

8.2％ 

２ 財政調整基金残高比率（財政課） 13.0％ 
（平成26年度）

10.0％ 

３ 市税の収納率（現年）（収税課） 99.6％ 
（平成26年度）

99.6％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●国の経済政策により景気は上向きつつありますが、税収はここ数年ほぼ横ばいの状況となって

います。一方、少子高齢化の本格的な到来に伴って医療費や扶助費などの

社会保障関係費用

や公債費などの義務的経費が、今後さらに増加していくものと想定され、厳しい財政状況が続

いています。 

●本市の平成 26 年度決算では、歳入が 228 億円、歳出が 221 億円となっており、

財政力指

数は0.82となっています。歳入のうち市税収入は101億円と歳入の約半分を占めています。 

●財政の弾力性を示す

経常収支比率は、平成 26 年度決算で 93.2％といまだ高い水準にあり、

実質公債費比率は平成 26 年度決算で 4.8％と改善されています。 

●本市の市税の収納率（現年）は、平成 26 年度で 99.56％と県内の市で第 1 位となっており、

市民の納税意識の高さが見受けられます。 

【課題】 

●歳出面では、少子高齢化の進行により、扶助費をはじめとする社会保障関係費用が増加してお

り、財政を圧迫しています。そのため、更なるコストの削減と長期的な計画に基づいた持続可

能な財政運営が求められています。 

●歳入面では、歳入の根幹である市税等収入の安定確保を図るため、納税環境の整備、効率的・

効果的な収納対策や企業誘致による税収増が求められています。また、各種使用料、手数料、


社会保障関係費用：国民の生活を保障する社会保障に関連する歳出のこと。一般会計における社会保障関係費

は社会保険費、社会福祉費、生活保護費、保健衛生対策費、失業対策費に分類されている。

財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3
年間の平均値のこと。財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体ということになり、1
を超える団体は、国から地方公共団体へ普通地方交付税が交付されない。


経常収支比率：地方交付税など使い道が自由で毎年きちんと入ってくる財源のうち、人件費や扶助費など固定

的な経費が占める割合のこと。100%に近いほど新たな投資に回す資金がないことを意味し、70～80%が適正な
水準とされる。
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負担金などの受益者負担の適正化を図る必要があります。 

●多様な市民ニーズに対応していくためには、民間の経営手法を参考にするなど引き続き経常的

経費の節減に努めるとともに、事務事業の見直しなどを行い財政構造の弾力性を確保していく

ことが求められています。 

 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

7021 持続可能な財政運営の確立 

限られた財源を有効に活用して行政サービス水準の維持向上を図るため、事業の実施に

あたっては、選択と集中の視点から事業を取捨選択する取組を進めるとともに、国、県等

の補助制度の更なる活用などにより財源の確保を目指します。 

また、公共施設の管理運営経費などの経費全般については、民間委託などを有効に活用

し、引き続き事務の見直し・改善を図ることにより削減に努めます。 

【主な取組】 

■効果的な補助制度の活用（財政課） 

■経常的な経費の節減（財政課、全庁）    

■外部委託の推進（全庁）〔再掲〕 

7022 安定財源の確保 

安定財源の確保を図るため、引き続き納税環境の整備や収納対策の強化、受益者負担の

適正化、市有財産の活用、優良企業などの誘致に努めます。 

【主な取組】 

■収納率の維持・向上（収税課）          

■企業誘致の推進（都市計画課、産業観光課）〔再掲〕 

7023 財政運営の理解の促進 

本市の財政状況については、わかりやすさに配慮しながら広報紙やホームページなどに

より公開・提供し、財政運営の理解の促進に努めます。 

【主な取組】 

■財政状況の公開・提供（財政課） 

7022 安定財源の確保 
施策 702 経営的な視点からの 

財政運営 

7023 財政運営の理解の促進 

7021 持続可能な財政運営の確立 
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施策703 情報共有の推進 

 施策の目的 

対 象 市民、行政

目指す姿 ●市政に関するさまざまな情報が共有されている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

１ 市ホームページアクセス数（秘書広報課） 18,852件/月 
（平成26年度） 

20,000件/月 

２
市政情報を十分に得られていると感じてい

る市民の割合（市民アンケート）
58.3％ 

（平成26年度） 
65％ 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●本市に対する市民のニーズについては、さまざまな機会で寄せられる意見からその把握に努め

ています。いただいた意見については、庁内における情報の共有化の体制を活用し、担当する

部・課と調整を行い、対応をしています。 

●市民相談では、弁護士や司法書士による法律相談などの機会を設け、相談内容に適した専門家

に取り継ぎ、問題解決のための支援を行っています。 

●広報紙の発行及びホームページ、携帯用サイト、テレビデータ放送及びツイッターにより、行

政情報の提供を行っています。 

●情報公開制度に基づく公文書公開請求、個人情報保護制度に基づく個人情報開示請求について

は、ここ数年は減少傾向にあります。 

【課題】 

●ホームページについては、利用者のニーズをとらえ、システムの更新を図り、使いやすさ・見

やすさに配慮した運用が必要です。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

7031 広聴・市民相談の充実 

多様化する市民ニーズを把握するため、市長への提案箱やホームページの充実などによ

り、広く市民の意見聴取に努め、広聴活動の一層の充実を図ります。 

また、近年の社会経済情勢の変化から、多様化する市民からの相談に的確に対応するた

め、弁護士等専門家による法律相談などの充実や関係機関との連携を図ります。 

【主な取組】 

■多様な広聴活動の実施（秘書広報課） 

■市民からの意見への適切な対応を図るための各課連携の充実（秘書広報課） 

■市民相談の充実（秘書広報課） 

7032 情報が開かれた市政の実現 

開かれた市政を実現するため、広報紙やホームページの更なる内容の充実を図ります。 

また、

ファイリングシステムの効率的な活用及び文書管理システムの活用により、情

報公開請求に際し、請求者が文書を特定しやすい方法を採用していきます。 

【主な取組】 

■情報公開制度の促進（総務課）     

■読みやすい広報紙づくり（秘書広報課） 

■市ホームページの充実（秘書広報課） 

7033 個人情報の適正管理 

マイナンバー制度の導入に伴い、情報セキュリティ対策の一層の強化を図り、個人情

報の安全かつ適正な管理に努めます。 

【主な取組】 

■情報セキュリティ対策の強化（企画課）


ファイリングシステム：文書を必要に応じて即座に利用できるようにするため、文書の発生から廃棄までのル

ールを標準化し、組織的・体系的に整理保管する制度のこと。

マイナンバー制度：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき国民一

人ひとりに 12 桁の個人番号を割り振ることで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることを

確認するための社会基盤のこと。主に社会保障、税、災害対策の分野で活用され、行政の効率化、国民の利便

性の向上、公平かつ公正な社会の実現といった効果が期待されている。

施策703 情報共有の推進 7032 情報が開かれた市政の実現 

7031 広聴・市民相談の充実 

7033 個人情報の適正管理 
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施策704 広域行政の推進 

 施策の目的 

対 象 桶川市及び近隣自治体

目指す姿 
●広域的な課題に取り組み、市民サービスの拡充や行政サービスの効率化・

安定化が図られている

 施策の目的達成度を測るための指標  

指標 現状値 目標値 

1 公共施設の相互利用の対象施設数（企画課） 84施設 
（平成26年度） 

100施設 

2
近隣自治体との共同事業の実施回数 

（企画課）
1回 

（平成26年度）
３回 

 施策を取り巻く状況（現状と課題） 

【現状】 

●交通環境の整備とともに、人々の行動範囲は、市町村の行政区域を越えて広域化しています。 

●本市では近隣自治体と連携を図りながら、水道、環境衛生、医療、消防、斎場などの共同事業

を行うとともに、図書館などの公共施設の相互利用などによる利便性の向上に取り組んでいま

す。 

●ごみ処理については、平成２７年４月に一部事務組合を設立し、環境負荷の低減や処理経費の

削減のため、市域を超えた広域の連携による取組を進めています。 

【課題】 

●文化、保健、医療、福祉、消防、防災、交通、環境などの各分野における行政課題は、年々高

度化・多様化しているため、市域を越えた広域的連携により、一層、行政サービスの高度化と

行政運営の効率化を図ることが必要です。 

●市民サービスの充実を図るためには、多様な視点から施策の検討が必要です。 
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 施策展開のために取り組む基本事業  

 基本事業の主な取組内容  

7041 広域的な課題に対する地域連携の強化 

広域的な行政課題について、調査研究や公共施設の相互利用などのさまざまな行政分野

における課題の解決に向けた取組を推進します。特に、ごみ処理については、一部事務組

合「埼玉中部資源循環組合」と連携し、環境に配慮した施設の更新や効果的な処理方法の

採用を目指します。 

【主な取組】 

■施設の相互利用協定の拡充（企画課）   

7042 近隣自治体との交流の促進 

効果的な行政運営を行うため、近隣自治体との協力関係の推進を図ります。また、引き

続き多様な行政形態の研究を実施します。 

【主な取組】 

■埼玉県央地域まちづくり協議会構成市町と連携した計画の実現（企画課） 

施策704 広域行政の推進 

7041 広域的な課題に対する地域連携の 
強化 

7042 近隣自治体との交流の促進 


